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【大臣官房総務課】 

施策・制度： 厚生労働省の広報に関する総合調整  

担当係：  総務課広報室・分かりやすい広報指導室  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

厚生労働省の組

織目標を達成す

るため、広報面で

各局を支援・調整

する。 

厚生労働省の施策

をより一層推進す

るため、厚生労働省

に対する国民の信

頼度を向上させる。 

 

 

各施策が対

象とする国

民層 

政府広報、広報誌等を活用した広報

について、各部局と調整を行う。 

政府広報、

広報誌 

随時 年度当初と比べ

て、厚生労働省

の信頼度が向上

したと判断した

方 の 割 合 を

50％以上にす

る。（平成 26 年

度実績 54％（厚

生労働省行政モ

ニターアンケー

ト）） 

 

信頼度は、厚生

労働行政モニタ

ー等にアンケー

トを実施して把

握する。 

 

各施策が対

象とする国

民層 

厚生労働省広報基本指針（平成 24

年 3月 6日広報戦略会議策定）に基

づき、各部局に対して、「見やすさ」

「わかりやすさ」「使いやすさ」の

観点から必要な助言を行うととも

に、利用者がより見やすく、使いや

すいホームページとなるよう改善

する。 

ホームペ

ージ 

随時 

各施策が対

象とする国

民層 

イベント、施策等について、

Twitter、Youtube、USTREAMを活用

して国民への情報提供を支援する。 

Twitter、

Youtube、

USTREAM 

随時 

各施策が対

象とする国

民層（特に、

子ども） 

子どもたちに業務説明や省内見学

等を行うことにより、親子のふれあ

いを深め、子どもたちが夏休みに広

く社会を知る体験活動の機会とし

て、「子ども霞が関見学デー」（文部

科学省が主催）を企画・実施する。 

イベント 8月 

報道機関 

 

政務三役の会見について適切に対

応する。 

記者会見 随時 

報道機関 各部局に、発表資料を必要に応じて

口頭による説明を行う会見等を実

施するように調整するとともに、分

かりやすい、丁寧な説明を行うよう

に徹底させる。 

記者レク 随時 
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報道機関 

 

 

報道機関 

 

 

適切な時期に記者発表できるよう

に、記者クラブと調整を行う。 

 

報道関係者を対象とした各部局に

よる勉強会が積極的に開催される

よう調整する。 

記 者 レ

ク・資料配

付 

記者勉強

会 

 

随時 

 

 

随時 

地方公共団

体 

 

東京事務所の担当者向けに、厚生労

働省の施策等に関する研修を実施

する。 

研修 5月 

前段：内部組

織 

後段：一般国

民 

 

厚生労働行政モニターからの意見

等について、各部局が政策策定時に

参照・活用できるよう、各部局に提

供する。また、モニターからの意見

について、ホームページに、厚生労

働省の考え方を掲載する。 

前段：随時

報告書の

配布等 

後段：ホー

ムページ 

随時 

厚生労働行

政モニター 

モニターに厚生労働省の施策等に

対する担当部局からの要望により

アンケート調査を実施する。 

 随時 

内部組織 各部局に対して、毎年度の広報実施

計画の作成を依頼する。 

各部局における広報実施計画の実

施状況をフォローアップするとと

もに、必要な助言等を行う。 

 

前段：広報

委員会等

を通じて

依頼 

後段：打合

せ等 

下半期 

内部組織 各部局に対し、有効な広報と考えら

れる手段の提案を行う。 

 

広報委員

会を通じ

た呼びか

け等 

随時 

内部組織 各部局が作成する報道発表資料、パ

ンフレット、資料等の作成に当たっ

て、分かりやすい広報指導室が有効

活用されるように、積極的に取り組

む。 

広報委員

会を通じ

た呼びか

け等 

随時 
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内部組織 

 

分かりやすい文書作成の意識の高

揚を図るため、「分かりやすい文書

作成推進月間」を設定し、各部局で

文書のチェックを行うなど分かり

やすい文書の作成の取組を実践す

る。 

各部局で

の文書の

チェック

など 

９月 

内部組織 

 

 

 

各部局の広報担当者に対して、取材

を受けた場合には、取材対応等の記

録、その記録の共有及び報道ぶりの

確認を徹底させる。 

広報委員

会を通じ

た呼びか

け等 

随時 

職員 職員の意識改革と技能の向上を図

るため、広報研修を実施する。 

研修 7～3月 
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【大臣官房会計課】 

施策・制度名（重点施策）：平成２８年度概算要求及び平成２８年度予算案     

担当係：大臣官房会計課調整係                       

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成２８年度概

算要求及び平成

２８年度予算案

の周知・広報 

厚生労働省の施策に

ついて予算面からも

国民の理解の促進を

図るため、社会保障

の充実・安定化の内

容を含め国民に対し

わかりやすく伝え

る。 

 

 

 

一般国民 

報道関係者 

地方自治体 

平成２８年度予算概算要求や平成

２８年度予算案の内容について、以

下の資料を作成し、ＨＰ掲載や国

会・関係機関等への配布、説明等を

通じ、厚生労働省の施策について広

く周知する。 

①平成２８年度予算概算要求の概

要及び主要事項 

②平成２８年度予算案の概要及び

主要事項 

ホームペ

ージ、リ

ーフレッ

ト 

① ８月 

②１２月 
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【大臣官房地方課】 

施策・制度： 地方厚生（支）局が実施する広報戦略     

担当係： 大臣官房地方課地方厚生局管理室         

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 27 年度の地

方厚生（支）局組

織の改編等（年金

記録訂正担当課

の新設、地方分権

に伴う業務の縮

小、課名変更等）

に伴いホームペ

ージを改訂し、国

民・事業者・地方

自治体に的確な

情報を提供する

とともに、組織改

編等による新た

な組織の役割を

広く地域に周知

する。 

地方厚生（支）局が

担当する業務を適切

に周知するととも

に、組織改編等に伴

い国民・事業者・地

方自治体の来庁や、

各種手続きに支障が

ないよう的確な情報

提供を行う。特に、

新たに開始する業務

について、地域の高

い認識を確保する。 

 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

平成 27 年度の組織改編等に伴う所

管課の追加、課名及び所掌事務の変

更について、各厚生（支）局のホー

ムページの掲載内容を更新する。 

ホームペ

ージ 

４月 厚生（支）局（８

か所）のホームペ

ージの更新・充実、

パンフレット等の

更新、事業年報作

成、及び各ホーム

ページへの掲載に

ついて、実施率を

100％にする。 

 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

 

ホームページの掲載内容の充実（制

度・業務内容の説明、申請書等の様

式など）を図るとともに、ホームペ

ージの「よくあるご質問」に、新設

する年金審査課（仮称）が担当する

年金記録訂正手続きに関する業務

について、理解しやすい回答を付し

て掲載する。 

ホームペ

ージ 

１２月 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

平成 27 年度の組織改編等に伴う所

管課の追加、課名及び所掌事務の変

更について、業務概要を説明するパ

ンフレット等を更新し、ホームペー

ジに掲載する。 

ホームペ

ージ、パ

ンフレッ

ト等 

９月 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

平成 26年度版の事業年報を作成し、

ホームページに掲載する。 

 

ホームペ

ージ、冊

子 

９月 

 

 

一般国民 

事業者 

地方自治体 

 

セミナーや説明会等の開催状況を

ホームページのフォトレポートに

掲載し、厚生（支）局の業務内容に

ついて周知する。 

ホームペ

ージ 

通年 フォトレポートの

掲載件数を前年度

以上にする。 
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【大臣官房地方課】 

施策・制度： 都道府県労働局が実施する広報戦略              

担当係：   大臣官房地方課 企画第二係                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

都道府県労働

局が実施する労

働行政に係る施

策を周知し、国民

の理解を高める

ことにより、一層

の推進を図る。 

【課題】 

都道府県労働局の

実施する施策につい

て、国民の理解のも

と一層の推進を図る

必要がある。 

 

【目指すべき方向

性】 

都道府県労働局に

おいて、効果的な広

報活動を行い、国民

からの理解を高め

る。 

 

一般国民 

 

労働局長による定期的な記者会

見や記者との意見交換、実施施策に

関する説明会等を通じ、都道府県労

働局が実施する施策に関する効果

的な情報発信を行う。 

このため、各都道府県労働局にお

ける広報活動の成果について、定期

的に情報共有を行うとともに、都道

府県労働局における広報委員会で

の効果的な広報活動の積極的検討、

広報に関する研修の実施を指示し、

広報力の向上を図る。 

 

記者レク 

説明会 

セミナー

等 

随時 都道府県労働

局の行う労働行

政の施策等やそ

の成果につい

て、より多く報

道で取り上げら

れること。 

 

大学生等 大学等の開催する労働法制に関

するセミナー等に都道府県労働局

長等の職員を派遣し、講義等を実施

する。併せて、労働行政の役割等を

周知する機会とする。 

セミナー

等 

随時 より多くのセ

ミナー等へ職員

を派遣し、労働

行政の役割等を

周知すること。 
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【大臣官房国際課】 

施策・制度：重要な国際会議等に関する広報      

担当係：海外情報室         

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

情報発信の強化 外国政府及び海外の

関係者に対して厚生

労働行政施策の理解

を促進するため情報

を発信する 

 

 

外国政府及

び海外の関

係者 

厚生労働省ホームページや厚生労

働白書の英語版の作成、管理を行

う。 

ホームペ

ージ 

適宜 厚生労働省の関

連施設見学会及

び施策ブリーフ

ィングにおい

て、アンケート

を実施し、その

内容を次回に反

映する等、適切

な広報を実施す

る。 

 

在京海外プ

レス、在京大

使館員 

厚生労働省の関連施設見学会及び

施策ブリーフィングを実施する。 

説明会 ６月 

10月 
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【大臣官房厚生科学課】 

施策・制度：厚生労働科学研究                        

担当係：大臣官房厚生科学課庶務係                                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

行政政策研究、厚

生科学基盤研究、

疾病・障害対策研

究及び健康安全

確保総合研究の

効果的な研究事

業を実施すると

ともに研究成果

を広く国民へ周

知する。 

厚生労働科学研究事

業については、その

成果が政策形成等に

おいて具体的にどの

ように寄与したのか

が一般国民に分かり

にくい。 

 

研究課題設定のため

の意見聴取及び研究

成果等について、広

く、迅速に国民に公

開することにより、

厚生科学研究に関す

る適切な情報の提供

及び研究課題の設定

等について一層の促

進となる。 

一般国民、研

究機関等 

厚生労働科学研究により前年度に

実施した研究の概要を研究者から

提出され次第、厚生労働科学研究デ

ータベースにより順次公開する。 

ホームペ

ージ 

６月目途 ホームページの

アクセス回数の

対前年度比の増

加。 

厚生労働科学研

究成果データベ

ース閲覧システ

ム 

平成 26 年度（平

成 26 年 4月 1 日

～平成 27 年 3 月

27 日） 

98,250アクセス 

 

厚生労働科学研究により前年度に

実施した研究の研究報告書全文を

厚生労働科学研究データベースに

より公開する。 

ホームペ

ージ 

１０月目

途 

研究課題設定のためのパブリック

コメントを実施する。 

ホームペ

ージ 

１０月目

途 

厚生労働科学研究の研究に係る一

般国民向けの成果発表会を実施す

る場合に、厚生労働省のホームペー

ジにおいて、日程等を公表する。 

成 果 発

表、ホー

ム ペ ー

ジ、厚労

省ツイッ

ター 

１２月目

途 

厚生労働科学研究費データベース

について、研究成果の検索性の向上

等を図り、国民の利便性、活用性を

向上させるための改修を行う。 

ホームペ

－ジ 

１０月目

途 
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【大臣官房統計情報部】 

施策・制度：厚生労働統計調査の推進  

担当係：企画課普及相談室普及係・企画課統計企画調整室、人口動態・保健社会統計課世帯統計室、雇用・賃金福祉統計課、賃金福祉

統計室、世帯統計室   

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

統計調査の円滑

な実施 

厚生労働統計調査の

実施に関し、的確に

情報提供を行い、調

査の円滑な実施を図

る。 

 

 

自治体 厚生労働統計調査の実施に関し、各

種会議の場を通じて各自治体に対

し的確に実施内容の説明を行う。 

会議等 平 成 27

年 4 月～

平 成 28

年 3月 

自治体に対する

アンケートの結

果、「説明・資料

がわかりやすか

った」等と回答

した割合が 80％

以上（平成 25年

度実績 88％） 

 

厚生労働統計通信を発行する。 厚生労働

統計通信 

平 成 27

年 4 月～

平 成 28

年 3月 

厚生労働統計通

信を年 6 回発行

する。 
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【大臣官房統計情報部】 

施策・制度：厚生労働統計調査の推進  

担当係：企画課普及相談室統計広報係・企画課統計企画調整室                                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

統計調査結果等

の周知 

統計調査の実施に当

たっては調査の対象

となる個人や企業等

の協力が不可欠であ

るため、公的統計が

国民生活の向上にど

のように役立ってい

るのかなどについて

国民の理解の促進を

図る。 

 

 

広報誌（月刊

厚生労働）読

者 

統計調査結果等について、広報誌

（月刊厚生労働）を通じて広報す

る。 

広 報 誌

（月刊厚

生労働） 

平 成 27

年 4 月～

平 成 28

年 3月 

広報誌（月刊厚

生労働）の「今

月のＤＡＴＡ」

に掲載する統計

調査結果等が３

０件以上。 

（平成 25 年度

実績 32 件） 

 

厚生労働省

ホームペー

ジ新着情報

配信サービ

ス利用者 

子ども向け統計学習サイト等を紹

介するページ「統計について学ぼう

（統計学習サイトのリンク集）」を

「厚生労働省ホームページ新着情

報配信サービス」を通じて広報す

る。 

厚生労働

省ホーム

ページ新

着情報配

信サービ

ス 

平 成 27

年 4 月

頃、平成

27 年 10

月 

当該ページの紹

介を「統計グラ

フ全国コンクー

ル」の応募時期、

「統計の日」の

時期に合わせて

2回行う。 

 

各調査対象

者（一般国

民、事業者） 

統計調査（自治体向けを除く）の年

度実施予定一覧を掲載する。 

ホームペ

ージ 

平 成 27

年 4月～ 

一般国民からの

「いわゆる『か

たり調査』では

ないか」との問

合せを減らす。

事業者に対して

は業務計画等の

参考にしていた

だく。 
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【大臣官房統計情報部】 

施策・制度：厚生労働統計調査の推進  

担当係：企画課審査解析室  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

統計データの二

次的利用の推進 

統計データの二次的

利用制度が整備され

たことを踏まえ、当

該制度について周知

することにより、学

術研究や高等教育に

おける厚生労働統計

の活用を支援する。 

 

 

学術研究機

関、高等教育

等 

二次的利用の趣旨等について理解

を促すため、各種学会への参加を通

じる等により広報するとともに、意

見交換を通じてニーズを把握する。 

学会の大

会等 

平 成 27

年 4 月～

平 成 28

年 3月 

 

大学等への説明

3回以上。 
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【医政局】 

施策・制度： 将来のあるべき医療提供体制の姿を示す地域医療構想の早期策定・実現（同構想の早期実現のための地域医療介護総合確保基金の活用）  

担当係：   医政局地域医療計画課                              

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 27 年 4 月以

降、都道府県にお

いて、将来の医療

提供体制の姿で

ある地域医療構

想を策定し、病床

の機能分化・連携

等を推進し、その

実現を図る。 

病床の機能分

化・連携等を推進

するため、消費税

増収分の一部を

充てて、都道府県

に設置される地

域医療介護総合

確保基金の活用

を図る。 

これらによっ

て、国民の地域医

療への理解を深

め、適正な受診を

促進する。 

 

都道府県において、

地域医療構想を策定

し、医療機関による

病床の機能分化・連

携等の取組を推進で

きるよう制度の周知

を確実に行う必要が

ある。 

また、国民一般に

ついても、自らの状

態に応じた医療機能

や医療機関を選択す

ることが重要である

ため、国民への普

及・啓発を推進する

必要がある。 

 さらに、消費税増

収分が地域医療構想

実現のための基金に

充てられていること

を併せて普及・啓発

を図る。 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

都道府県に対し、早急に地域医療構

想の策定及び実現を行うことがで

きるよう、改正医療法・地域医療構

想策定ガイドラインの周知などを

行う。 

 

 

 

 

 

ホームペ

ージ 

 

４月～ 

 

 

 

 

都道府県におい

て、地域医療構

想の策定に向け

た検討・協議を

平成 27 年度に

開始し、早期の

策定を図る。 

 

※ 対外的には、

地域医療構想の策

定期限を明示した

ものはない。 

 
通知・研

修等 

 

国民一般 

（医療機関

の受診機会

が多い高齢

者だけでは

なく、若年層

を含めた普

及・啓発の実

施を図る。） 

都道府県が早期に地域医療構想を

策定することを前提として、医療機

能の分化・連携の重要性の理解を深

め、医療機関の機能に応じた、医療

の選択及び受診に努める義務があ

ることを、一般国民に周知を図る。 

ホームペ

ージ 

４月～ 

 

 

ポスター 

・パンフ

レット 
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【医政局】 

施策・制度： 必要な医療人材の確保   

担当係：医政局医事課、歯科保健課、看護課   

重点施策の

内容 

広報上の課

題と 

目指すべき

方向性 

広報の対

象 

（重点対

象） 

実施内容 媒体 
実施

時期 

広報の成

果目標 
備考 

医師確保対

策の一環と

して、女性

医師支援の

普及推進を

図る。 

現在、医学部

生の約３分

の１が女性

となってお

り、今後、女

性医師がま

すます活躍

することが

期待される。 

一方、妊娠・

出産等によ

りキャリア

を中断せざ

るを得ない

場合があり、

女性医師が

働き続けや

すい環境の

整備が課題

となってい

る。 

このため、女

性医師支援

の様々な取

り組みが広

医療関係

者、各都

道府県 

【女性医師バンクの普

及】 

女性医師バンクにおい

て、再就業を希望する

女性医師の就職相談及

び就業あっせん等を行

う。 

【女性医師支援のため

のセミナー開催】 

病院管理者、女性医師、

研修医等を対象に、就

業継続できるよう、多

様な女性医師像の提示

や就業環境改善等に関

するセミナーなどを実

施する。 

ホームペ

ージ、パン

フレット、

セミナー 

等 

随時 ホームペ

ージアク

セス回数

を前年度

以上とす

る。 

http://www.med.or.jp/joseiishi/index.html 

 

【女性医師のさらなる

活躍を応援する懇談会

報告書の周知】 

女性医師が働き続けや

すい環境の整備の在り

方を検討した、「女性医

師のさらなる活躍を応

援する懇談会」の報告

書を周知する。 

ホームペ

ージ 

都道府県

団体等を

通じて周

知 

平 成

27 年

１ 月

23 日

報 告

書 を

公表 

全都道府

県及び関

係団体等

に広く周

知する。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000071857.html 

（参考）「女性医師のさらなる活躍を応援する懇談会」 

 報告書では、女性医師等の勤務体制や保育環境、復職

支援等の現状の課題や取り組みの工夫の仕方等をまと

めている。 

http://www.med.or.jp/joseiishi/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000071857.html
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く活用され

るよう、女性

医師支援の

普及推進を

図る。 

 

【地域で普及可能な女

性医師支援策の普及】 

「女性医師キャリア支

援モデル推進医療機

関」として選定された

医療機関において、モ

デルを作成し、地域の

医療機関への普及推進

を行う。 

 

ホームペ

ージ、ワー

クショッ

プ、シンポ

ジ ウ ム 

等 

時 期

未定 

ワークシ

ョップを

４回以上、

シンポジ

ウムを１

回開催す

る。 

 

歯科衛生士

の復職支援 

近年の経

済状況や雇

用環境の変

化により、歯

科衛生士の

就業状況が

変化してき

ており、多様

な働き方が

求められて

いることか

ら歯科衛生

士の復職支

援の普及推

進を図る。 

各都道府

県庁、都

道府県歯

科衛生士

会、離職

中の歯科

衛生士 

【歯科衛生士復職支援

事業の周知】 

都道府県における歯科

衛生士の再就職に関す

る取り組みについて好

事例となる、基金、補

助金等の活用例の情報

を収集、ホームページ

等で周知。 

ホームペ

ージ、 

随時 歯科衛生

士の復職

支援に取

り組む都

道府県の

増加 

（参考） 

日本歯科衛生士会「歯科衛生士の勤務実態調査報告書」

（平成 22年 3月） 

看護職員の

確保対策の

一環として

の復職支援

の強化 

復職支援機

能の強化を

図るために、

平成２７年

１０月より

施行する看

看護師等

免許保持

者 

医療関係

者、看護

学生、 

厚生労働省ホームペー

ジ・ twitter・その他

SNS、政府広報等を活用

し、ナースセンターへ

の届出制度について情

報提供を行う。 

ホームペ

ー ジ 、

twitter、

そ の 他

SNS、政府

広報等 

4月以

降 

ナースセ

ンターの

知名度向

上や離職

者等の届

出件数を

（参考１） 

社会保障・税一体改革を推進し、必要な医療介護サービ

スを確保するには、現在就業看護職員数約 150万人いる

看護職員を、2025 年に約 200 万人確保する必要がある

とされている。 

現在離職中の看護師（潜在看護師等）は 71万人と推計
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護師等免許

保持者のナ

ースセンタ

ーへの届出

制度を周知

するととも

に、厚生労働

科学研究費

補助金の調

査研究結果

等で、知名度

の低さが指

摘されてい

るナースセ

ンター事業

について周

知を図る。 

各都道府

県 

各地域の広報誌等に届

出制度について掲載す

るよう都道府県に依頼

する。 

通知 4月以

降 

確保する

ことによ

り、ナース

センター

の職業紹

介事業実

績が対前

年を上回

ること。 

（参考） 

平成２５

年度ナー

スセンタ

ー就職者

数：12,270

人 

されており、看護職員確保のためには復職支援の強化が

非常に重要であると考えられている。 

 

 

（参考２） 

ナースセンターは、「看護師等の人材確保の促進に関す

る法律」に基づき設置されており、求人･求職情報の提

供などの潜在看護職員の再就職の促進を図るナースバ

ンク事業などを行っている。 

中央ナースセンターは、厚生労働大臣の指定のもと公益

社団法人日本看護協会が運営しており、都道府県ナース

センターは、都道府県の看護協会が都道府県知事の指定

を受けて運営している。 

平成２７年１０月には、上記法律の改正により、看護師

等免許保持者のナースセンターへの届出制度が施行さ

れ、復職支援機能のさらなる強化を図ることとしてい

る。 

 

関係団体等と連携し、

ナースセンター事業に

ついてポスター・リー

フレット等を作成し

て、医療機関や自治体、

看護師等養成機関、ハ

ローワーク等に配布す

る。 

ポ ス タ

ー・リーフ

レット 

4月以

降 

看護の日等のイベント

や学会等において、展

示やリーフレットの配

布などを行う。 

看護の日

等イベン

ト、学会等 

イ ベ

ン ト

開 催

時 

広報誌、雑誌等のメデ

ィアを通じて、ナース

センターの概要や所在

地等の情報や、事業内

容等を説明する。 

広報誌、雑

誌等のメ

ディア 

4月以

降 
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【医政局】 

施策・制度名（重点施策）：ジェネリック医薬品の使用促進          

担当係：経済課後発医薬品使用促進専門官                  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 30 年 3 月末

までに、ジェネリ

ック医薬品の数

量シェアを 60％

以上にする。 

医療関係者の中に

は、ジェネリック医

薬品の品質について

不安を感じている者

がおり、使用が進ま

ない理由の一つとな

っている。 

このため、医療関

係者に対し、品質に

ついての正確な情報

の提供を積極的に行

う。 

また、一般国民に

対し、ジェネリック

医薬品の使用促進の

意義について、さら

なる理解の向上を進

める。 

医療関係者 

一般国民 

セミナーを開催し、講演プログラム

と来場者も参加して行うパネルデ

ィスカションを行うことにより、医

療関係者のジェネリック医薬品の

品質についての正確な理解の向上

等を図るとともにジェネリック医

薬品の使用促進に有効な方策を探

る。 

セミナー 

 

10月 

2月 

重点施策の目的

の実現に向け、

薬価本調査にお

けるジェネリッ

ク医薬品の数量

シェアを前回の

数値以上にす

る。 

 

（参考） 

① 平成 25年 9月薬価

本調査における数

量シェア：46.9% 

 

医療関係者 

保険者 

医療機関、薬局、保険者、都道府県

等におけるジェネリック医薬品の

使用促進に有効な方策を調査し、都

道府県等を通じて情報提供を行う。 

 

報告書の

配布、ホ

ームペー

ジ 

3月 

医療関係者 

一般国民 

 

 

ジェネリック医薬品の品質につい

ての正確な情報や使用促進の意義

について、ポスターやリーフレット

の配布、広報誌（月刊厚生労働）、

政府広報の活用等により、分かりや

すく説明をする。 

ポ ス タ

ー、リー

フ レ ッ

ト、広報

誌、デジ

タルサイ

ネージ等 

通年  

国だけではなく、都

道府県でも都道府県

協議会等を通じて、

ジェネリック医薬品

の使用促進の取組を

行う。 

都道府県協 

議会等で決

定 

都道府県に設置している「後発医薬

品安心使用促進協議会」等におい

て、ジェネリック医薬品の使用促進

のためのセミナーの開催や広報活

動を行う。 

都道府県

協議会等

で決定 

都道府県

協議会等

で決定 
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【健康局】 

施策・制度：肝炎総合対策の推進 

担当係：疾病対策課肝炎対策推進室肝炎対策指導係  

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

肝炎は、感染者が

300 万人以上いる

と推定される国

内最大級の感染

症であり、肝硬

変・肝がんへと重

症化する疾患で

あることから、肝

炎の克服に向け

て肝炎対策を総

合的に推進する。 

肝炎に関する正しい

知識がまだ十分に国

民に浸透していない

ことから、肝炎に関

する広報をより一層

推進し、肝炎の感染

予防、早期発見・早

期治療の促進を図

る。 

一般国民（特

に若年層を

想定） 

 

マスメディア等を活用した効
果的な広報戦略を実施する。 
 

テレビ、

ラジオ、

新聞、雑

誌や WEB

等 

通年 国民及び参加企

業へ肝炎総合対

策及び広報内容

に係る認知度調

査を行うととも

に、WEB サイト

へのアクセス件

数等を分析し、

広報の評価、課

題の把握及び効

果検証を実施す

る（平成 25年度

アクセス件数は

43,553 件（25年

6月～平成 26年

3月）。 

 

自治体が実施す

る肝炎ウイルス

検査の受検者数

及び肝炎医療費

助成の受給者数

を前年度比で増

加させる。 

具体的な実施内

容は、今後、広告

代理店等からの

企画提案に対す

る評価を行い決

定する（本年３月

頃） 

日本肝炎デー等における普及
啓発イベントを実施する。 

イベント

等 

日本肝炎

デー（ 7

月 28日）

等を予定 

肝炎に関心のある著名人を活
用した情報発信を実施する。 

WEB等 

 

通年 

一般国民 

（特に企業

の従業員等

を想定） 

肝炎対策に関心のある企業や
社員等に対する肝炎対策に積
極的に取り組む企業との連携
を通じた肝炎対策を実施する。 

意見交換

会等 

 

通年 
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【健康局】 

施策・制度：臓器提供意思表示の促進                    

担当係：健康局疾病対策課移植医療対策推進室臓器移植係           

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

国民の臓器移植

に関する理解を

深めるとともに、

臓器提供に関す

る意思表示を促

進する。 

平成22年7月の改正

臓器移植法施行後、

脳死下臓器提供件数

は徐々に増加してき

ているが、家族承諾

による提供が多く、

本人の意思表示によ

る臓器提供は増加し

ていない。（平成 25

年の世論調査では、

意思表示を記入して

いる者の割合は法改

正前よりも増加して

いるが、それでも

12.6%に留まってい

る。） 

 

 

 

一般国民 

 

10 月の臓器移植普及推進月間や 10

月 16日の「グリーンリボン DAY」に

合わせ、日本臓器移植ネットワーク

と協力し、臓器移植に関する知識や

制度についての一般的な情報を周

知する。 

・「臓器移植推進国民大会」の開催 

・政府広報の活用 

・ツイッターの活用（推進月間の実

施や国民大会の開催の他、２ヶ月に

１回程度、臓器移植に関するツイー

トを行う。） 

・地下鉄の駅などのスペースを活用

した PR広告の掲出 

・中学生向け(※)のパンフレットの

作成 

※臓器提供の意思表示が可能とな

る年齢が 15 歳からであるため、中

学 3年生を対象とした普及啓発パン

フレットを作成している。 

ホームペ

ージ、ツ

イ ッ タ

ー、イベ

ント、パ

ンフレッ

ト等 

6月以降 

（ツィッ

ターにつ

いては通

年 で 実

施） 

日本臓器移植ネ

ットワーク臓器

提供意思登録シ

ステム現登録者

数の増加（平成

26年末時点の登

録者数：127,395

人名） 

 

・日本臓器移植ネットワークにおい

て、以下の取組を行う。 

・一般国民向け説明用リーフレット

やポスターの作成・配布を行う。 

・運転免許証の裏面に意思表示欄が

設けられていることから、警察庁と

協働して、運転免許証の発行・更新

時にリーフレットを配布する。ま

リーフレ

ット、ポ

スター、 

ステッカ

ー等 

通年 
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た、自動車教習所やタクシー会社と

協力して普及啓発活動を実施する。 

・健康保険証の裏面に意思表示欄が

設けられていることから、健康保険

証発行者にリーフレットを配布す

る。また、調剤薬局と協力して普及

啓発活動を実施する。 
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【健康局】 

施策・制度：スマート・ライフ・プロジェクト   

担当係：健康局がん対策・健康増進課健康指導係   

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

企業・団体・自治

体と連携して国

民への普及啓発

に取組み、健康日

本２１（第二次）

の基本的な方向

である健康寿命

の更なる延伸を

図る。 

SLP 参画数は、順調

に増加している。 

引き続き、認知度の

向上に努めるととも

に、企業等の参画を

促す取組が必要であ

る。 

 

 

 

 

一般国民 

 

 

 

毎年 5 月 31 日（世界禁煙デー）か

らの 1週間を禁煙週間と定め、喫煙

による健康影響を周知し、禁煙及び

受動喫煙の防止に関する普及啓発

を行う。 

 

イ ベ ン

ト、ポス

ター、ホ

ームペー

ジ、ツイ

ッター 

 

5月 31日

～6 月 6

日 

【一般国民】 

禁煙デーや健康

増進普及月間の

認知度の向上 

を目指す。WEB

サイトの閲覧数

について、前年

度実績を上回る

（平成 25 年度

89,515 件）。 

 

【SLP参画企業】 

大企業及び地方

の企業の参画を

推進し 300 社以

上の新規参画を

目指す。 

 

 

 

健康増進普及月間に向けて、ポスタ

ーを作成し、都道府県等を通じて周

知を行う。 

ポ ス タ

ー、ホー

ム ペ ー

ジ、ツイ

ッター 

9月 

SLP 参画企業

等 

 

 

 

 

 

「健康寿命をのばそう！アワード」

において、生活習慣病予防・重症化

予防などに向けた優れた取組を表

彰し、表彰した取組を全国へ発信す

る。 

イ ベ ン

ト、冊子、

SLPWeb

サイト 

 

11月 
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【医薬食品局】 

施策・制度：医薬品等の適正使用、安全対策と健康被害への対応  

担当係：総務課、総務課医薬品副作用被害対策室、安全対策課 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

国民や医療関係

者等へ制度の周

知、注意啓発を行

うことで、医薬品

等の適正使用や

有効性・安全性を

確保するととも

に、健康被害に遭

われた方に対し

て迅速な救済を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医薬品等の適正使用

については国民や医

療関係者の理解が十

分とは言えない現状

がある。 

 

そのため、国民や医

療関係者に対して適

正使用に関する普及

啓発や安全対策に係

る制度の周知、理解

の促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国民 

医療関係者 

「薬と健康の週間」について、厚生

労働省ホームページや政府広報等

の媒体を活用した啓発宣伝を行う

とともに、都道府県や関係団体等に

ポスター・リーフレットを配布す

る。 

ホームペ

ージ、

Twitter、

ポスター、

リーフレ

ット 

10月 ① 厚生労働省

ホームページ

上の医薬品等

の適正使用に

係 る ペ ー ジ

（おくすり e

情報、一般用

医薬品の販売

サイト一覧）

のアクセス数

を前年度以上

とする（平成

25 年度実績

18,917 回）。 

 

② 平成 27 年

３月にリニュ

ーアルされた

医薬品医療機

器総合機構の

安全対策業務

に係るホーム

ページを通じ

て適正使用の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省ホームページに医薬品

等の適正使用に係る取組や制度に

ついて掲載する（分かりやすいペー

ジとなるよう改善する。）。 

ホームペ

ージ 

随時 

医薬品等の適正使用に関する分か

りやすいリーフレットを作成し、関

係団体や子ども霞が関見学デー等

のイベントで配布する。 

ポスター、

リーフレ

ット 

８ ～ 10

月 

厚生労働省ホームページに、自治体

に適切に届出を行って一般用医薬

品を販売するサイトの一覧を掲載

する。 

ホームペ

ージ 

随時 

一般国民 

医療関係者 

＜医薬品等の安全対策＞  

公開の審議会で、副作用報告数を報

告するとともに、当該資料をホーム

ページで公開する。 

ホームペ

ージ 

随時 
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医療関係者 ＜医薬品等の安全対策＞  

①  日本医師会、日本歯科医師会

及び日本薬剤師会の会員、関連

学会、都道府県等に対し、医薬

品・医療機器等安全性情報報告

制度啓発ポスターを配布し周

知を図る。 

  

②  「医薬品・医療機器等安全性

情報」を発行し、医療関係者等

に副作用情報等を提供すると

ともに、医薬品・医療機器等安

全性情報報告制度の周知を図

る。 

 

③  医薬品医療機器総合機構の

ホームページで、医薬品・医療

機器等安全性情報報告制度の

概要などを説明し、医療関係者

の理解を図る。 

ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

冊子 

ホームペ

ージ 

雑誌 

 

 

 

ホームペ

ージ 

３月 

 

 

 

 

 

 

 

およそ毎

月 

 

 

 

 

 

随時 

推 進 等 を 図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民や薬剤師を除く 

医療関係者の医薬品

等副作用被害・生物

由来製品等感染等被

害救済制度に関する

認知度が低い。 

 

そのため、国民、医

療関係者等への制度

の周知、理解の促進

を図る。 

 

 

一般国民 

医療関係者 

医薬品医療機器総合機構による広 

報（ホームページへの掲載、医療機 

関等での制度説明、テレビ・新聞・ 

雑誌等の活用）の実施。 

ホームペ

ージ、テレ

ビ・新聞・

雑誌等 

随時 医薬品等副作用

被害・生物由来

製品等感染等被

害救済制度につ

いて医療関係者

の理解を深め、

国民が健康被害

を受けた「イザ

というとき」に

医師や薬剤師に

相談することで

確実な制度の利

用に結びつけ

る。 

薬と健康の週間（10/17～23）で配 

布するリーフレットに救済制度に 

関する記述を掲載。 

リーフレ

ット 

10月 

医療関係者に対し、医薬品・医療機

器等安全性情報報告制度啓発ポス

ターを配布する際に、救済制度のリ

ーフレットを同封し配布。 

リーフレ

ット 

３月 
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中学３年生に配布する教材に救済 

制度に関する記述を掲載。 

 

 

 

 

 

 

パンフレ

ット 

３月  

 

 

 

平成 24 年９月に、 

「特定フィブリノゲ

ン製剤及び特定血液

凝固第Ⅸ因子製剤に

よるＣ型肝炎感染 

被害者を救済するた

めの給付金の支給に

関する特別措置法」

に基づく給付金の請

求期限の延長（法施

行後５年（H25.1.15）

→法施行後 10 年

（H30.1.15））などの 

法改正が行われた。 

 

できるだけ多くの人

を救済できるよう、

給付金支給の仕組み 

等について、国民・ 

医療関係者等への周 

知の促進を図る。 

 

一般国民 

医療関係者 

厚生労働省及び医薬品医療機器総 

合機構のホームページに給付金支 

給の仕組み等を掲載。 

 

ホームペ

ージ 

随時 「特定フィブリ 

ノゲン製剤及び 

特定血液凝固第 

Ⅸ因子製剤によ

るＣ型肝炎感染 

被害者を救済す 

るための給付金 

の支給に関する 

特別措置法」の 

対象となり得る 

人に請求手続等 

を知っていただ

く。 

 

厚生労働省及び医薬品医療機器総 

合機構に電話相談窓口を設置し質 

問等に応対。 

ホームペ

ージ、電話

窓口 

随時 
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【医薬食品局】 

施策・制度：危険ドラッグ対策等の薬物乱用防止 

担当係：監視指導・麻薬対策課 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

危険ドラッグ等

の薬物乱用や無

承認医薬品の危

険性についての

注意啓発を行う

とともに、関連す

る規制・制度を周

知することで、薬

物乱用を防止す

る。 

危険ドラッグ等の

薬物乱用や無承認

医薬品の危険性及

び関連する規制・制

度について国民の

理解が十分とは言

えない現状がある。 

 

そのため、危険ドラ

ッグ等の薬物乱用

や無承認医薬品等

に関する情報を一

元的に収集し、国民

への注意啓発を徹

底するとともに、危

険ドラッグ等の薬

物の危険性や現状、

関連する規制・制度

の周知を図る。 

 

 

一般国民（特

に若年者） 

医療関係者 

個人輸入される無承認医薬品や危

険ドラッグ等による健康被害の情

報などを収集するために、平成 24

年度から実施しているホットライ

ン（コールセンター）及びこれらの

情報を広報啓発ＨＰへ掲載する業

務を通じて、消費者等に対する注意

啓発を行う。 

 

ポスター、リーフレット等の啓発資

材を作成し、関係機関での活用を通

しても注意啓発を行う。 

ホットラ

イン及び

ホームペ

ージ 

 

 

 

 

 

ポスター

及びリー

フレット 

随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 

薬物乱用防止に

ついて、国民一

人一人（特に訪

問事業の参加者

(のべ 10 万人以

上 を 目 標 ) や

SNS の 閲 覧 者

(のべ 10 万人以

上を目標)等の

若年者）の理解

を深め、薬物乱

用の根絶を図

る。 

 

 

 

 

不正大麻・けし撲滅運動、「ダメ。

ゼッタイ。」普及運動、麻薬・覚醒

剤乱用防止運動の実施と併せて、ポ

スター・リーフレットを作成・配布

し、薬物乱用防止に対する国民の認

識を高める。 

ホームペ

ージ、ポス

ター、リー

フレット 

5～6月、

6～7月、

10 ～ 11

月 

広報誌（月刊「厚生労働」）に、危

険ドラッグの薬物の乱用防止に関

する取組等を掲載する。 

広報誌 7月 



 

27 

 

青少年、保護者、指導者を対象に薬

物乱用防止啓発読本を作成、・配布

し、薬物乱用防止に関する正しい知

識の普及や薬物乱用の状況等につ

いて、普及啓発する。 

リーフレ

ット 

11 ～ 12

月頃 

薬物乱用防止啓発訪問事業として、

教育機関等の要請に応じて、薬物乱

用防止の専門家を講師として派遣

し、普及啓発を図るとともに、SNS

等を活用して情報発信を行う。 

講師の派

遣、

Twitter、

Facebook

等 

随時 
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【医薬食品局】 

施策・制度：献血の推進                        

担当係：血液対策課献血推進係                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

献血の推進 将来の献血基盤とな

る若年層に、いかに

献血の知識等を浸透

させることができる

かが課題となってい

る。 

 

そのため、若年層を

中心に献血の正しい

知識や必要性につい

て普及啓発を行い、

献血に対する理解を

促進する。 

 

 

地方自治体、 

ボランティ

ア組織 

 

 

 

＜意見交換の機会の積極的な設定＞ 

血液関係ブロック会議や献血推進

運動中央連絡協議会において、学生

献血推進ボランティアの方も交え

た形で地方自治体等と意見交換を

行う。 

 

会議 5～6月 

10月 

 

【一般国民】 

① 模擬献血に

参加した人へ

のアンケート

により評価。

参加した子

が、大きくな

ったら本当の

献血をしてみ

たいと思う割

合を 60％以上

とする（平成

26年度実績

57%）。 

 

【一般国民】 

② テキストを

配布した高校

の教師へのア

ンケートによ

り評価。献血

への関心が高

まった高校の

割合を 45％以

上とする(平

成 26 年度実

績 41%)。 

 

一般国民（特

に若年者） 

<国民のニーズ、情報を共有する仕組み> 

①「はたちの献血」キャンペーンを

通じて、報道機関の理解を促す。 

 

②毎年度策定する「献血の推進に関

する計画」に対し、パブリックコ

メントを募集する。 

 

ホームペ

ージ、テ

レビやラ

ジオＣＭ

（日赤） 

1 月 

 

 

 

1～2月 

一般国民（特

に若年者） 

＜わかりやすい情報の提供＞ 

① 政府広報、月刊「厚生労働」や

厚生労働省の Twitter を活用

し、国民に周知を図る。 

 

② 「子ども霞が関見学デー」にお

いて、模擬献血を通じて、献血

に触れ合う機会を提供する。 

 

③ 高校生向けテキスト「献血ＨＯ

Ｐ ＳＴＥＰ ＪＵＭＰ」を作

成し、全国の高校２年生向けに

配布を行う。 

ホームペ

ージ、リ

ーフレッ

ト、

Twitter 

7 月 

1～2月 

 

 

 

8 月 

 

 

 

3 月 
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関係者 ＜情報提供のための手法と技術の向上＞ 

平成 26 年度厚生労働科学研究事業

の研究成果である、献血に関しての

各世代毎での効果的な広報戦略等

について、関係者に情報提供し、献

血に関する広報への活用を図る。 

事業報告

書 
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【医薬食品局食品安全部】 

施策・制度：食品安全に関する施策                     

担当係：医薬食品局食品安全部企画情報課リスクコミュニケーション係     

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

科学的知見に基

づいて食品の安

全を確保し、国民

の健康と豊かな

食生活に資する。 

食品による危害の

予防のため、消費

者・事業者等の協力

が必要である。 

 

科学的な知見に基

づく適正な安全対

策を行うとともに、

国民の安心感を高

めるために、消費

者・事業者等の理解

の向上を図る。 

一般国民（消

費者等）、 

事業者等 

１ 意見交換の機会の積極的な設

定 

ア 食品の安全確保に関する国民

の理解を深めるとともに、意見・

要望を把握するために意見交換

会を開催する。 

①食品中の放射性物質対策 

②輸入食品の安全確保対策 

 ③その他のテーマ 

 

イ 関係府省、地方自治体等が開催

する食品安全に関する意見交換

会に、職員を講師として派遣す

る。 

意見交換

会 

ア 

①地方自

治体等の

要望を踏

まえ随時 

②１月 

③随時 

 

イ 随時 

意見交換会参加

者に対してアン

ケートを実施

し、内容を理解

した方の割合を

70％以上とす

る。 

 

消費者の食品安全

への理解を深める

とともに、事業者等

に食品安全に関す

る規制等を周知し、

食品を通じた危害

の発生を防ぐこと

が必要である。 

 

食品安全に関する

施策についての透

明性を向上すると

ともに、国民の意見

を反映する機会を

２ 国民のニーズ、情報を共有する

仕組み 

①意見交換会でのアンケートや、食

安全モニター報告、電話などで寄

せられたご意見等により、国民の

食品安全に関する意見・要望を把

握する。 

アンケー

ト、電話等 

随時 

－ 

３ 国民への迅速でわかりやすい

情報提供 

①大規模な食中毒事件など、国民が

不安に感じる事件が発生した際

には、迅速に適切な情報提供を行

う 

②食品に関する制度の変更などが

ホームペ

ージ、プレ

スリリー

ス、リーフ

レット、

Twitter、

政府広報

随時 

（③につ

いては、

特 に ６

月、11月

など食中

毒の発生
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設け、食品安全行政

への信頼を高める。 

 

あった際には、消費者の立場に立

って、分かりやすく情報提供を行

う 

③食中毒の予防など、食品の安全確

保のために消費者が行うべき対

策について、分かりやすく情報提

供を行う 

④食品安全の確保のために国や自

治体が行っている対策などにつ

いて、分かりやすく情報提供を行

う 

⑤食品中の放射性物質の検査結果

や対策について、情報提供する。 

等 が増加す

る時期に

重点的に

実施） 

事業者等 ４ 事業者等への情報提供 

①食品に関する制度の変更や、規

格・基準の設定等を行った際に、

分かりやすく周知する 

②食中毒の予防など、食品安全の確

保のために広く事業者の協力を

要する事項については、周知・注

意喚起を行う 

ホームペ

ージ、プレ

スリリー

ス、リーフ

レット、政

府広報等 

随時 － 

地方自治体

職員 

５ 情報提供を行う関係者の育成 

①地方自治体においても、国民に周

知する必要があるため、地方自治

体職員を対象とした講習会等を

開催し、自治体担当者の理解を深

める。 

講習会 随時 講習会参加者に

アンケートを実

施し、内容を理 

解した方の割合

を 80％以上と

する。 

 

海外向け ６ 海外向けの情報提供 

①食品に関する制度の変更、規格・

基準の設定等を行った際や健康

危害情報があった場合に、すみや

かに情報提供を行う。 

②食品中の放射性物質の検査結果

ホームペ

ージ、大使

館等 

随時 ホームページへ

のアクセス数を

前年度比 1.1 倍

となるようにす

る。 
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等について、情報提供を行う。 

  ― ７ 情報提供のための手法と技術

の向上 

①厚生労働科学研究等により、より

効果的な周知の方法等について

研究を行う。 

－ 年度内 ①―  
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【労働基準局】 

施策・制度： 働き方改革等   

担当係：労働条件政策課働き方休み方改善係、労働契約事業係 安全衛生部労働衛生課    

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働者の心身

の健康の保持増

進、仕事と生活の

調和、女性の活躍

推進等の観点か

ら、個々の企業に

おいて、労使の話

し合いを通じて、

所定外労働時間

の削減、年次有給

休暇の取得促進、

適正な労働条件

の下でのテレワ

ークの普及など、

「働き方改革」を

進めていくこと

が求められてい

る。 

このため、企業

の働き方改革が

円滑に実施され

るよう、支援策に

ついて周知する。 

また、ストレス

チェック制度及

び過重労働によ

る健康障害防止

対策を周知する。 

「働き方改革」は、

企業経営者、労働者、

地方自治体等の意識

改革が必要であるこ

とから、「働き方改

革」に対する社会全

体の気運づくりや、

働き方改革に取り組

む企業に対する支援

について周知する必

要がある。 

働き方・休み

方改革を実

施しようと

する企業の

人事担当者

等 

「働き方・休み方改善ポータルサ

イト」において、働き方改革に取り

組む企業の「取組事例」やの紹介や、

「働き方・休み方改善指標」による

企業診断を行う。 

ポータル

サイト、

人事労務

メールマ

ガジン 

随時 ポータルサイト

の閲覧数を年間

60,000件以上と

する。 

 

テレワークは、時間

や場所にとらわれな

い働き方であり、自

宅などの私的な空間

で仕事に従事するこ

とから、労務管理上

のルールを周知する

必要がある。 

 

 

テレワーク

を導入又は

導入しよう

とする企業

の人事担当

者等 

セミナーの開催により、テレワーク

実施時の労務管理の注意点等の周

知、テレワーク導入企業の紹介等を

行う。 

セ ミ ナ

ー、ホー

ム ペ ー

ジ、人事

労務メー

ルマガジ

ン 

随時 セミナー時のア

ンケートにおい

て「在宅勤務ガ

イドラインの内

容を理解した」

との回答を８割

以上とする。 

 

 

 改正労働安全衛生

法に基づくストレス

チェック制度が平成

27 年 12 月１日に施

行されることから、

同制度の周知を図る

必要がある。 

事業者、労働

者、関係業界

団体 

①改正内容について、分かりやすく

ホームページに掲載する。 

②委託事業を活用し、新聞広告を展

開するとともに、改正内容の概要を

記載したパンフレットやポスター

を作成する。 

③委託事業等により作成したパン

パンフレ

ット、ポ

スター、

ホームペ

ージ、新

聞広告、

人事労務

随時 厚生労働行政モ

ニターに対して

アンケートを実

施し、この一年

間で改正内容を

把握したとの回

答を 50％以上の
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 併せて、長時間労

働対策の強化は喫緊

の課題となっている

ところ、過重労働に

よる健康障害防止対

策を積極的に推進す

るため、長時間労働

を行わせた場合の医

師による面接指導の

実施に係る周知啓発

を行う必要がある。 

フレットについて、都道府県労働局

や労働基準監督署を通じて配布・周

知を行う。 

④人事労務メールマガジンを活用

して、広く企業の労務管理担当者に

周知する。 

メールマ

ガジン 

 

回答者から得

る。 
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【労働基準局】 

施策・制度：円滑な無期転換の促進             

担当係：労働条件政策課政策係、労働契約事業係     

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働者の申込み

により無期労働

契約に転換させ

る仕組み（無期転

換ルール）につい

ては、平成 30 年

度以降、多くの労

働者に無期転換

申込権が発生す

ることから、制度

の周知を図り、円

滑な無期転換を

促進する必要が

ある。 

 

「無期転換ルール」

は本邦初のルールで

あり、未だ周知が十

分と言える状況では

ないことから（※）、

その円滑な施行を図

るために、特に中小

企業を中心にそのル

ールの内容や意義に

ついて労使に十分浸

透させることが必

要。 

 

（※）３割を超える

企業では改正内容を

分からないとし、約

４割の企業で対応方

針が未定という状況

である（平成 25年８

月時点） 

 

 

事業主 

（中小企業

を中心に） 

・無期転換の好事例集の作成を通じ

た、取組モデルの普及 

 

・無期転換の社内制度化について、

企業への助言・援助 

パンフレ

ット、セ

ミナー、

ホームペ

ージ、コ

ンサルテ

ィ ン グ

（委託事

業）、人事

労務メー

ルマガジ

ン 

４月以降 厚生労働行政モ

ニターに対して

アンケートを実

施して、この一

年間で改正内容

を把握したとの

回答を 70％以上

の回答者から得

る。（参考：平成

26年度 38%） 

 

企業へのアンケ

ート調査を行

い、改正内容に

ついて知ってい

る回答を 80％以

上の回答者から

得る（調査は夏

頃となる予定） 

 

 

労働者 

・改正労働契約法の内容について、

無期転換ルールを中心とした周

知・啓発 

リーフレ

ット、セ

ミナー、

ホームペ

ージ、新

聞広告 

随時 
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【労働基準局】 

施策・制度：労働災害防止対策に係る安全意識の醸成                        

担当係：安全衛生部各課                                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働災害防止対

策に係る安全意

識の醸成 

労働災害について

は、平成 26年の速報

値で死亡、死傷とも

に前年を上回る厳し

い状況となってい

る。 

このため、労働災

害防止に向けた国民

の意識啓発を図る。 

 特に転倒災害につ

いては、休業４日以

上の労働災害の約２

割を占めることか

ら、その防止を図る

ため、広く周知啓発

を図る必要がある。 

事業者、労働

者、関係業界

団体 

 

 

 

①製造業、建設業等個別の業種を対

象とした取組として、パンフレット

等の周知啓発用資料の作成・配布な

どを通じて安全意識の高揚を図る。 

また、業界団体が発行する広報誌等

の媒体に、労働災害防止対策等の掲

載等、会員企業への周知・啓発を依

頼する等、業界団体への協力要請を

通じて、会員企業及び労働者への意

識啓発を図る。 

パンフレ

ット、業

界団体の

広報誌等 

 

 

 

随時 企業の人事労務

担当者等に対

し、労働災害防

止対策の認知度

についてオンラ

インアンケート

を実施し、労働

災害防止につい

ての意識が高ま

ったとの回答を

50％以上の回答

者から得る。 

 

②業種横断的な取組として、休業４

日以上の労働災害の約２割を占め

る転倒災害を防止するための取組

「STOP！転倒災害プロジェクト

2015」を展開し、転倒災害防止に資

するパンフレット等の周知啓発用

資料やチェックリストの作成・配

布、特設ホームページの設置などを

通じて周知啓発を図る。 

パンフレ

ット、ホ

ームペー

ジ、人事

労務マガ

ジン、業

界団体の

広報誌等 

随時 

③全国安全週間、全国労働衛生週間

及びこれらの準備期間中、ホームペ

ージ、パンフレット等周知啓発用資

料の作成・配布、人事労務マガジン

への掲載、厚生労働省ツイッターの

活用などを通じて、職場の安全衛生

意識の高揚を図る。 

パンフレ

ット、ホ

ームペー

ジ、人事

労務マガ

ジン、厚

生労働省

ツイッタ

ー 

６月～７

月（安全

週間）、９

月～１０

月（労働

衛 生 週

間） 
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【職業安定局】 

施策・制度： 正社員実現加速プロジェクト  

担当係： 派遣・有期労働対策部 企画課 雇用対策係、政策調整係 ／公共職業安定所運営企画室 広報係 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

非正規雇用労

働者の正社員転

換や処遇改善を

促進する各種施

策をまとめた「正

社員実現加速プ

ロジェクト」を推

進する。 

「正社員実現加速

プロジェクト」にお

いて、キャリアアッ

プ助成金及びトライ

アル雇用奨励金の拡

充を予定している。 

また、「多様な正社

員」の普及・拡大を

図るため、周知・啓

発の事業を予定して

いる。 

これらの取組の実

施に当たっては、事

業主をはじめ広く関

係者に理解され、社

会全体の機運を醸成

することが重要であ

る。 

事業主等 

 

・キャリアアップ助成金及びトライ

アル雇用奨励金について、改正内容

も含めてわかりやすくホームペー

ジに掲載する。 

ホームペ

ージ 

４月～ ・施策の認知度

についてアンケ

ートを実施し、

下半期が上半期

を上回ること 

 

 

・キャリアアップ助成金及びトライ

アル雇用奨励金について、改正内容

も含めたリーフレットやパンフレ

ットを作成し、都道府県労働局やハ

ローワーク等を通じて、特に非正規

雇用労働者のキャリアアップに取

り組むことが見込まれる事業主や

事業主団体を対象に、重点的に周知

する。 

リーフレ

ット・パ

ンフレッ

ト、メル

マガ 

リーフ 

４月～ 

パンフ 

８月～ 

・「多様な正社員」の普及・拡大を

図るため、全国主要地域でシンポジ

ウムを開催するとともに、労働局お

いて、非正規雇用労働者の正社員転

換等の取組促進のための事業主向

けセミナーを実施する。 

ホームペ

ージ、セ

ミナー、

シンポジ

ウム、メ

ルマガ 

４月～ 
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【職業能力開発局】 

施策・制度（重点施策）：新ジョブ・カード制度   

担当係：実習併用職業訓練推進室 ジョブ・カード係   

重点施策の内容 広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 

実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

新ジョブ・カー

ドを、労働者の生

涯を通じた職業

生活設計や職業

能力証明のツー

ルとして普及さ

せ、労働市場のイ

ンフラとしてそ

の活用を促進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新ジョブ・カード

制度が発足すること

から、新制度の普及

を行う必要がある。 

現行制度発足以

来、約 119万枚のジ

ョブ・カードが交付

される等、制度の活

用が進んできている

が、平成 24年度能力

開発基本調査ではジ

ョブ・カードを「内

容を含めて知ってい

る」と回答した事業

者が約 16.2%にとど

まる等、国民全般に

十分に認知されてい

るとはいえない状況

にあるため、新制度

においては一層の制

度周知を行う。 

 また、現行制度の

普及も行う必要があ

る。 

 事業所等における

新ジョブ・カード等

の内容を含んだ認知

度を向上させる。 

事業者及び

求職者、在職

労働者、学生

等 

 

政府広報や厚労省の広報誌等を

活用し、新しいジョブ・カード制度

をわかりやすく説明し、制度の理解

を促進する。 

政 府 広

報、月間

厚 生 労

働、厚生

労働省人

事労務マ

ガジン、

厚生労働

省 HP 

 

4 月以降

複数回 

事業所等のジョ

ブ・カードに対

する認知度が前

年度を上回るこ

とを目標とす

る。（指標：能力

開発基本調査を

利用。平成 24年

度調査では認知

度 16.2％） 

 

事業者団体、業界団体等の広報誌

に、ジョブ・カード制度ついての記

事の掲載や無料広告欄等への掲載

を依頼し、事業主、在職労働者等へ

の周知を図る。 

 

事業者団

体、業界

団体等の

広報誌 

 

随時 

ジョブ・カード制度に関するポス

ター、リーフレット等を作成し、ハ

ローワークを中心とした関係行政

機関、事業者団体、大学、委託事業

の受託者、キャリア・コンサルタン

ト、職業紹介事業者、職業情報サイ

ト運営会社、教育訓練機関、免許・

資格の実施・認定機関等へ配布する

とともに、当該ポスターを掲示して

もらうように依頼する。 

また、イベント等の機会における

リーフレット等の配布を依頼する。 

ポ ス タ

ー、リー

フレット

等 

随時 
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 事業主団体、大学関係団体等に対

し、ジョブ・カードの活用について、

広報誌への記事掲載や会議での説

明等の実施を要請し、事業主や大

学、学生等への周知を図る。 

事業主団

体、大学

関係団体

等の広報

誌 

夏以降 

新ジョブ・カードの使用方法とと

もに、関係する教育訓練、職業能力

評価、キャリア・コンサルティング

等に関する情報提供を行う機能を

持ったポータルサイト開発・提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポータル

サイト 

12 月 以

降 
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【職業能力開発局】 

施策・制度（重点施策）：キャリア・コンサルティング   

担当係：キャリア形成支援室 キャリアコンサルティング係    

重点施策の内容 広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 

実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

職業選択や能

力開発に関する

相談・助言を行う

専門家である「キ

ャリア・コンサル

タント」の資質を 

確保するととも

に、計画的な養成

を通じ、労働市場

のインフラとし

てその活用を促

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 13年度より

キャリア・コンサル

ティングの普及促進

に取り組んでいる

が、引き続きキャリ

ア・コンサルティン

グやキャリア・コン

サルタントの有用

性・活用方法等を広

く社会に発信するこ

とで、キャリア・コ

ンサルティングを普

及させ、労働者のキ

ャリア形成支援シス

テムが労働市場のイ

ンフラとして有効に

機能することを目指

す。 

なお、キャリア・

コンサルタントの登

録制が創設された場

合、これを踏まえた

周知・啓発を行う必

一般国民 厚生労働省ホームページ及び平

成 24 年度より開設している特設サ

イトにより、キャリア・コンサルテ

ィングやキャリア・コンサルタント

の内容や有効性をわかりやすく周

知する。 

 

ホームペ

ージ等 

随時 現行のキャリ

ア・コンサルテ

ィングのホーム

ページアクセス

数（平成 25年度

76,447 件）を上

回るホームペー

ジのアクセス

数。 

 

 

事業主 「キャリア支援企業表彰」を実施

し、キャリア・コンサルティングを

含む従業員の自律的なキャリア形

成支援の取組を行う企業を表彰し、

併せてその取組を広く周知する。 

 

報 道 発

表、シン

ポ ジ ウ

ム、好事

例集等 

年度当初

に募集開

始、職業

能力開蓮

促進月間

（11月）

に 表 彰

式・シン

ポジウム

開催 

学校・事業主 文科省・経産省と連携し「キャリ

ア教育推進連携シンポジウム」を開

催し、キャリア・コンサルタントの

活用等によるキャリア教育推進の

取組を広く周知する。 

 

報 道 発

表、シン

ポジウム

等 

11 月 報

道発表、

12 月 シ

ンポジウ

ム開催 
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要がある。 大学等高等

教育機関 

「平成 26 年度キャリア教育プロ

グラム開発事業」において開発し

た、大学等で活用可能なキャリア教

育プログラムについて、文科省と連

携しつつ、全国の大学等に周知す

る。 

通知・説

明会等 

大学等の

スケジュ

ールに合

わせて順

次実施 
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【職業能力開発局】 

施策・制度（重点施策）：地域若者サポートステーション   

担当係：キャリア形成支援室 若年労働者対策係    

重点施策の内容 広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 

実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

ニート等の若

者の職業的自立

を支援するため、

全国 160箇所に

「地域若者サポ

ートステーショ

ン（サポステ）」

を設置し、一人一

人に応じた専門

的な相談やコミ

ュニケーション

訓練、職場体験等

を実施する。 

 

サポステ事業の認

知度は 13.2％（平成

25 年度厚生労働省

調査による）にとど

まり、認知度の向上

が課題となってい

る。このため、ニー

ト等の若者の特性を

踏まえ、サポステ事

業の周知・広報を効

率的・効果的に実施

することで一人でも

多くのニート等の若

者が職業的自立が図

られるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国民 

（支援対象

者、保護者

等） 

サポステ事業の趣旨、支援内容等

を記載したポスター及びパンフレ

ットを作成し、地方公共団体等の関

係機関に配布する。 

ポ ス タ

ー、パン

フレット

等 

8月～ 地域若者サポー

トステーション

の認知度を平成

25 年度調査時点

よりも上げる。 

 

 

サポステ事業を端的に表したキ

ャッチコピーを作成し、新聞広告や

インターネットバナー広告などを

活用して、広く一般に向けて訴求す

る。（「ニートサポートネット」へ

リンクを貼る。） 

インター

ネットバ

ナ ー 広

告、新聞

等 

7 月～ 9

月 

サポステや若者支援機関の情報

を掲載するウェブサイト「ニートサ

ポートネット」の充実（アクセス、

接近可能性の向上など） 

ホームペ

ージ 

27 年 度

速やかに 
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【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度名（重点施策）： 男女雇用機会均等法等の周知 

担当係：雇用均等政策課 企画係    

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

６月の「男女雇用

機会均等月間」を

中心に、男女雇用

機会均等法令と

都道府県労働局

雇用均等室につ

いて周知する。と

りわけ、妊娠・出

産等を理由とす

る不利益取扱い

の禁止及び母性

健康管理措置の

周知を徹底する。 

また、「女性の

職業生活におけ

る活躍の推進に

関する法律」が成

立した場合、周知

を行う。 

 

 

女性の活躍推進

は、現政権の成長戦

略の中核と位置づけ

られている。女性が

キャリアを生かして

様々な職域・職階で

活躍できるようにす

るためには、性別に

よらない雇用管理を

行うことはもとよ

り、妊娠・出産等を

理由に退職すること

なく、子供を産み育

てながら、能力を高

めつつ働き続けられ

る職場環境を整備し

ていくことが不可欠

である。このため、

男女雇用機会均等法

令や相談対応等を実

施する都道府県労働

局雇用均等室を広く

周知することを目的

に広報を実施する。

とりわけ妊娠・出産

等を理由とする不利

益取扱いの禁止及び

母性健康管理措置を

企業等 「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律」が成立した場

合、円滑な施行に向け、企業におい

て取り組む事項をはじめ同法の内

容について周知を行う。 

 

ポ ス タ

ー、パン

フ レ ッ

ト、リー

フ レ ッ

ト、ホー

ム ペ ー

ジ、メー

ルマガジ

ン等 

 

法案成立

後速やか

に 

未定（法案成立

後に決定） 

 

労使を始め

とする一般

国民 

関係行政機関、報道機関、使用者団

体、労働団体等へ男女雇用機会均等

月間実施要領、啓発ポスターを配布

し、周知の協力依頼を行う。 

実 施 要

領・ポス

ター 

 

 

通年 

（男女雇

用機会均

等月間で

ある６月

を中心に

実施す

る。） 

27年度の都道府

県労働局雇用均

等室への労働者

からの妊娠・出

産等を理由とす

る不利益取扱

い、母性健康管

理についての相

談件数前年度以

上 

平 成 25 年 度 

都道府県労働局

雇用均等室への

労働者からの相

談件数 

妊娠・出産等を

理由とする不利

 

男女雇用機会均等月間の実施に合

わせ、政府広報も活用しながら

（Ｐ）、一般国民に妊娠・出産等を

理由とする不利益取扱いの禁止等

を含む男女雇用機会均等法令、都道

府県労働局雇用均等室について周

知する。 

 

ホームペ

ージ、記

者発表、

新聞等 

広報誌（月刊厚生労働）、メールマ

ガジンを通じて、男女雇用機会均等

法令、都道府県労働局雇用均等室に

ついて周知する。 

広報誌、

メールマ

ガジン 

 



 

44 

 

周知徹底する。 

また、企業におけ

る女性の活躍推進を

更に加速化するた

め、「女性の職業生活

における活躍の推進

に関する法律案」を

第 189回通常国会に

提出したところであ

り、同法案が成立し

た場合、速やかに同

法の内容の周知を図

る。 

 

リーフレット等の作成により男女

雇用機会均等法令、都道府県労働局

雇用均等室について周知する。 

 

 

 

リーフレ

ット等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益取扱い 2,090

件、母性健康管

理 1,281件 
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【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度名（重点施策）：平成 26年度児童虐待防止対策広報・啓発事業  

担当係：総務課虐待防止対策室調整係  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

児童虐待の発生

予防から早期発

見・早期対応の体

制を充実する 

国民に児童虐待につ

いての正しい理解が

あまり浸透していな

い。 

 

国民の児童虐待に関

する正しい理解を深

め、児童相談所や市

町村の窓口への連

絡・相談を促進する。 

 

 

 

 

 

 

一般国民（特

に育児に悩

んでいる親、

これから出

産を迎える

人）、関係機

関・各種団体 

平成 27 年７月から３桁番号の運用

を開始させる「児童相談所全国共通

ダイヤル」（189）について、各種媒

体を通じ、積極的な周知を図る。 

 

政府広報

（新聞、

テレビ、

ラジオ、

インター

ネ ッ ト

等） 

通年 

（児童虐

待防止推

進月間で

あ る 11

月に集中

的に実施

する） 

 

 

ホームページア

クセス件数を前

年実績以上とす

る。 

平成 25 年度は、

161,011 件だっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国民向けのポスター・リーフレ

ット等を作成し、自治体や関係団体

などに配布を行う。その中で併せ

て、平成 27 年７月から３桁番号の

運用を開始させる「児童相談所全国

共通ダイヤル」（189）の周知を図る。 

 

 

ポ ス タ

ー・リー

フ レ ッ

ト・厚労

省ツイッ

ター等 

広報誌（月刊厚生労働）を通じて、

一般国民に児童虐待について分か

りやすく解説する。 

広報誌：

厚生労働 

当省ホームページに掲載中のＤＶ

Ｄ動画「赤ちゃんが泣きやまない」

の周知を図り、乳幼児揺さぶられ症

候群予防啓発を行う。 

厚労省ホ

ームペー

ジ 

児童虐待問

題に関心の

ある国民、関

係機関・各種

団体 

「子どもの虐待防止推進全国フォ

ーラム」の開催 

フォーラ

ムの開催 

11月 フォーラムの参

加者数を定員数

の８０％以上と

する。 
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【社会・援護局】 

施策・制度：介護の日・福祉人材確保重点実施期間       

担当係：社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室       

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

福祉・介護やそこ

に携わる従事者

についての国民

の理解と認識を

深め、そのイメー

ジの向上を図り、

地域における福

祉・介護人材の

「すそ野の拡大」

と人材を育む環

境の構築を推進

する。 

福祉・介護に関わる

機会のない方を含

め、国民一人ひとり

が介護についての理

解と認識を深める機

会を提供する。 

地方自治体

及び福祉・介

護関係団体 

「介護の日・福祉人材確保重点実施

期間」について周知し、積極的な啓

発活動の実施を依頼する。 

会議、通

知 

未定 福祉人材確保重

点実施期間にお

ける地方自治体

及び福祉・介護

関係団体が実施

する取組の増加 

 

各都道府県に設置される介護労働

懇談会において、「介護の日・福祉

人材確保重点実施期間」における取

組の協力関係を構築する。 

介護労働

懇談会 

介護労働

懇談会で

決定 

一般国民 ホームページに「介護の日・福祉人

材確保重点実施期間」について掲載

する。 

また、地方自治体や関係団体が「介

護の日・福祉人材確保重点実施期

間」に開催するイベント等を集約

し、ホームページに掲載する。 

ホームペ

ージ 

10 月 ～

11月 

「介護の日・福祉人材確保重点実施

期間」に関係団体が開催するイベン

ト等において、挨拶・後援や後援名

義の承認などにより、一般の方々へ

の理解促進を支援する。 

イベント

等 

11月 
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【社会・援護局】 

施策・制度：平成２７年度臨時福祉給付金                  

担当係：社会・援護局総務課簡素な給付措置支給業務室            

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

低所得者に対し、

消費税率引上げ

に よ る 影 響 を   

緩和するため、簡

素な給付措置（臨

時福祉給付金の

支給）を実施す

る。 

申請に基づき支給す

る給付金について、

広く支給対象者に支

給できるよう、支給

対象者を始めとする

一般国民に対し制度

の周知及び理解を図

るとともに、支給対

象者に対し申請等の

適切な手続きの支援

を行う。 

支給対象者

を始めとす

る一般国民 

１ 制度の周知と理解の促進 

 

 複数のメディアを活用して、平成

２７年度に臨時福祉給付金の支給

が行われることを周知する。 

テレビ、 

ラジオ、 

新聞、 

インター

ネット、 

ポ ス タ

ー・チラ

シ 

27年 7月

～ 

臨時福祉給付金

の支給対象者等

がより多くの広

報媒体と接触で

きるようにし、

より多くの支給

対象者に申請を

してもらう。 

 

支給対象者 ２ 申請等の適切な手続きの支援 

 

 支給対象者を事業の実施主体で

ある各市町村に誘導するため、各市

町村の申請期間等の情報提供や支

給対象者の該当性等の照会への回

答を行う。 

特設ホー

ム ペ ー

ジ、 

特設コー

ルセンタ

ー 

27年 5月

～ 28 年

３月 
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【社会・援護局（援護）】 

施策・制度：戦後７０周年における取組   

担当係：①援護課給付係、②援護企画課調整係、③援護企画課外事室外事第二係・業務課調査資料室調査係、 

④業務課調査資料室資料第一、二、三係、⑤援護企画課庶務係、⑥援護企画課施設指導係、⑦⑧援護企画課調査第二係   

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成２７年度

は戦後７０周年

を迎えることと

なり、遺族を始め

関係者が高齢化

する中、先の大戦

の記憶を風化さ

せることなく次

の世代へ継承し

ていくことの重

要性が高まって

いる。 

このため次世

代への継承に重

点をおいた事業

を実施する。 

① ①平成２７年改正

法（予定）による戦

没者等の遺族に対

する特別弔慰金に

ついて、３年間の請

求期間内に全ての

受給対象者が請求

を行うよう広報を

行う。  

 

 

 

受給対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都道府県、市区町村の請求窓口

におけるポスターやリーフレ

ットによる広報 

ポスター、

リ ー フ レ

ット    

４月～ 

 

 

平成２７年度に

おいては、受給

対象者（123 万

人の見込み）の

約５割から請求

を受け付ける 

 

 

・日本遺族会に対し遺族への制度

周知依頼 

会報等 

 

４月～ 

  

・政府広報を活用した新聞広告、

ラジオ等による一般向け広報 

新聞、ラジ

オ等 

６～８月 

・現在の受給者に対し、現在償還

金を受け取っている郵便局に

おいてリーフレットの配布等

による個別案内 

リ ー フ レ

ット 

６～８月 

 

・新規受給者となる可能性のある

遺族年金・恩給失権者の遺族に

制度案内を送付 

リ ー フ レ

ット    

        

８月 
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②８月 15日の「戦没
者を追悼し平和を祈
念する日」（昭和 57
年４月 13日閣議決
定）の趣旨及び同日
に実施する全国戦没
者追悼式を広く国民
に周知し、一般国民
とともに平和を祈念
する。 
特に、平成２７年度
の式典は戦後７０周
年の節目での開催と
なる。 

一般国民 ８月 15 日の「戦没者を追悼し平

和を祈念する日」の趣旨及び同日

に実施する全国戦没者追悼式に

ついて政府広報、報道発表資料等

を活用して周知するとともに、各

府省庁、省内内部部局、各都道府

県及び関係団体にも周知徹底を

依頼する。 

政府広報、

報 道 発 表

資料、厚生

労 働 省 ホ

ー ム ペ ー

ジ等 

８月 「戦没者を追悼

し平和を記念す

る日」（昭和 57

年４月 13 日閣

議決定）の趣旨

を広く国民に周

知し、全国戦没

者追悼式を滞り

なく実施する 

 

③ソ連抑留中死亡者

に係る遺骨収集帰還

等慰霊事業への関心

が薄れる中、一般国

民に同事業の現況を

伝えるとともに、高

齢化等により現地に

赴くことができない

遺族等のために、埋

葬地情報の幅広い提

供を目指す。 

 併せて、ソ連抑留

中死亡者に係る資料

に関する情報につい

ての提供を目指す。 

旧ソ連抑留

中死亡者の

遺族等 

ホームページで公表されてい

る旧ソ連抑留中死亡者名簿に埋

葬地ごとの遺骨収容数を記載す

るとともに、主な埋葬地の所在

地、写真等を公開する。 

 

 ホームページで公表されてい

る旧ソ連抑留中死亡者名簿を更

新する（新規特定者の追加）。 

 

ホームページで公表されてい

る旧ソ連抑留中死亡者名簿に、露

側から資料提供はあったものの

埋葬地が未判明の者約 3000 人の

名簿を新たに追加する。 

 

 ホームページに掲載されてい

る 2万 1千人名簿を更新する（特

定済情報の付加）。遺族・照会者

向けに、露側資料の概要、書かれ

ている内容、露語筆記体の読み方

（氏名を読むため）等を紹介す

る。 

ホ ー ム ペ

ージ 

 

情報が得

られ次第 

 

半期ごとにアク

セス数を集計

し、アクセス数

の増を目指す。 
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④旧陸海軍から引き

継がれた人事関係資

料等に基づいた軍歴

照会等について、広

く関係遺族等への周

知を行う。 

 

旧陸海軍人
本人又はそ
の遺族（旧ソ
連抑留者を
含む） 

ホームページに掲載されている

軍歴証明等発行の業務について、

旧陸海軍軍人等に係る軍歴照会

や資料の提供に応じていること

を周知し、申請方法（必要書類等）

や申請様式を明示する。 

 

ホ ー ム ペ
ージ 

随時 

 

利用者の利便性
を図る。 

 

⑤戦後７０周年にお
ける取組や遺骨収集
帰還事業の内容等に
ついて一人でも多く
の国民に知っていた
だく。 
 
 

一般国民 
 

厚生労働省ホームページの「クロ
ーズアップ厚生労働省」等を活用
し、戦後７０周年における取組や
遺骨収集帰還事業の内容等につ
いて、ホームページ利用者がアク
セスしやすい環境を作るととも
に、その内容については、既存の
掲載内容以上の充実を図ること
とする。 

ホームペ
ージ 

７月 半期ごとにアク

セス数を集計

し、アクセス数

の増を目指す。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

⑥昭和館、しょうけ
い館 
より多くの方に戦
中・戦後の国民生活
上の労苦及び戦傷病
者とその妻等が体験
した労苦を伝えられ
るよう、昭和館、し
ょうけい館への来館
促進を図る。 

一般国民 
 

一般国民向けに昭和館・しょうけ
い館のポスター・リーフレットを
作成し、都道府県等を通じて配布
を行う。 

ポスター、
リ ー フ レ
ット 

５月、 
２～３月 

【目標来館者
数】 
昭和館 
35万人（対前年
度約 10％増） 
しょうけい館 
13万人（対前年
度約 10％増） 
 
【参考】 
平成 26 年 12 月
までの入館者数 
昭和館 
280,701 人 
しょうけい館 
107,105 人 

 

 

広報誌（月刊厚生労働）、記者発
表資料等を通じて、春夏に行われ
る昭和館・しょうけい館の特別企
画展等についてお知らせする。 

広報誌、記
者発表 

７月、 
３月 

厚生労働省ホームページに昭和
館、しょうけい館のホームページ
へのリンクを張る。」 

ホ ー ム ペ
ージ 

通年 

戦後 70 周年の機会を捉え、昭和
館・しょうけい館と類似施設であ
る平和祈念展示資料館の３館で
連携し講演会を実施する。 

講演会 ８月、10
月、11月 
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⑦民間団体等が海外

に建立した日本人戦

没者の慰霊碑につい

て、建立後、歳月の

経過とともに、建立

者が不明になったこ

と等により、その維

持管理が困難になっ

ているものがあるの

で、その建立者に関

する情報提供を求め

る。併せて、国が実

施する「民間建立慰

霊碑等整理事業」に

ついて更なる制度の

周知を行う。 

戦没者の遺
族等 

 

海外民間建立慰霊碑等のうち、調

査の結果、管理状況が良好でな

く、建立者等が不明のものについ

て、リストをホームページに掲載

する。 

ホ ー ム ペ
ージ 

 

情報が得

られ次第 

建立者又はその

関係者に対する

慰霊碑の適切な

維持管理を促

す。 

 

 ⑧戦没者の個人名が

記載された遺留品に

ついて、インターネ

ットオークションな

どに出品された場

合、御遺族の心情を

害することもあるた

め、取扱いに困って

いる場合は国に照会

するよう呼びかけを

行う。 

戦没者の遺

族等 

 

遺留品をインターネットオーク

ションなどに出品している者等

に対し注意喚起するとともに、遺

留品の処分等の取扱いに困って

いる場合は国へ照会してもらう

ため、ホームページ利用者がアク

セスしやすい環境を作るととも

に、問い合わせ先等の掲載を行

う。 

ホ ー ム ペ

ージ 

 

通年 半期ごとにアク

セス数を集計

し、アクセス件

数の増を目指

す。 
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【社会・援護局（援護）】 

施策・制度：中国残留邦人等への支援 

担当係：援護企画課中国残留邦人等支援室自立援護係 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

戦争を経験して

いない若年層も

含めた国民が、中

国残留邦人等に

対する関心と理

解を持ち、中国残

留邦人等が地域

社会の一員とし

て安心して暮ら

せるよう、温かく

接することがで

きる地域社会を

つくる。 

中国残留邦人等の苦

難と現状について、

一般国民の関心と理

解が十分に得られて

いないことから、近

隣地域で安心して生

活できるよう、一般

国民の関心と理解を

深める。 

一般国民 
 

※シンポジ

ウムのポス

ター・リーフ

レットは、シ

ンポジウム

開催地の自

治体、関係団

体及び管内

の小中高等

学校に重点

的に配布す

る。 

また、開催地

の教育委員

会及び管内

の小中高等

学校への周

知をする。 

「中国残留邦人等への理解を深め

るシンポジウム」を開催する。 

 

全国会議等でシンポジウム開催の 

周知を行う。 

 

ホームページ、広報誌（月刊厚生労

働）等で、シンポジウム開催の周知

と開催後の内容の紹介を行う。 

 

シンポジウムのポスター・リーフレ

ットを作成し、関係機関に配布す

る。 

 

シンポジウム開催地管内の小中高

等学校にポスター・リーフレットを

配布する。 

 

シンポジ

ウム 

 

会議 

 

 

ホームペ

ージ、広

報誌等 

 

ポ ス タ

ー・リー

フレット 

 

ポ ス タ

ー・リー

フレット 

 

 

１０月 

 

 

随時 

 

 

随時 

 

 

 

随時 

 

 

 

９月 

 

 

シンポジウムの

参加者数を会場

座席数の８０％

以上とする。 

 

 

シンポジウム参

加者に対してア

ンケートを実施

し、中国残留邦

人等に対する関

心と理解を深め

たとの回答を８

０％以上の者か

ら得る。 

 

 

中国残留邦人等への支援策につい

て、ホームページでわかりやすく解

説する。 

ホームペ

ージ 

随時 
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【社会・援護局障害保健福祉部】 

施策・制度：身体障害者補助犬の普及・啓発                 

担当係：企画課 自立支援振興室 社会参加支援係              

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

身体障害者補助

犬の普及・啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者補助犬法

施行から 12年が経

過しているが受け入

れ拒否が絶えない

等、法律の認知が低

いため、法律への理

解を広めて、補助犬

とそのユーザーの受

け入れを促進する。 

地方公共団

体等 

身体障害者補助犬受入マニュアル

をホームページに掲載するととも

に、都道府県等担当部局に周知す

る。法律の概要をまとめたリーフレ

ット等を広く配布する。 

ホームペ

ージ・リ

ーフレッ

ト・ステ

ッカー 

4月～ 補助犬ホームペ

ージの PV 数に

ついて前年比

増。 

（「身体障害者

補助犬」ページ） 

PV数： 

16,806 

 

医療機関・関

係団体等 

身体障害者補助犬受入マニュ

アルをホームページに掲載し

周知するとともに、リーフレッ

ト等を広く配布する。 

ホームペ

ージ・リ

ーフレッ

ト・ステ

ッカー 

4月～ 

国民 補助犬法施行日および障害者

週間にあわせて普及啓発イベ

ントを実施する。その際にもリ

ーフレット等を積極的に配布

する。 

セ ミ ナ

ー・ホー

ム ペ ー

ジ・リー

フ レ ッ

ト・ステ

ッカー等 

9 月・12

月 



 

54 

 

【社会・援護局障害保健福祉部】 

施策・制度：世界自閉症啓発デー２０１５～２０１６   

担当係：障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 発達障害者支援係     

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

自閉症を含めた

発達障害に対す

る普及啓発 

一般国民において

は、自閉症を含めた

発達障害に対する理

解が十分にされてい

ない。 

 

２００７年１２月に

国連総会において毎

年４月２日を「世界

自閉症啓発デー」と

することが決議され

たのを契機に、我が

国においても、毎年

４月２日から４月８

日までを発達障害啓

発週間と定め、自閉

症をはじめとする発

達障害について正し

い知識の浸透を図る

とともに、社会全体

の理解が進むよう普

及啓発活動を行う。 

 

 

一般国民 

 

ブルーライトアップイベン

ト２０１５を行う。 

東京タワー ４月 発達障害情報・支

援センターホーム

ページのＰＶ数が

前年度を上回る。 

（平成 26 年１月

～ 12 月 実 績 ：

2,402,671） 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界自閉症啓発デー２０１

５に寄せて、国連事務総長及

び厚生労働大臣等のメッセ

ージを発出する。 

ホームペー

ジ 

４月 

 

世界自閉症啓発デー２０１

５シンポジウムを行う。 

シンポジウ

ム 

４月 

一般国民に向けてポスタ

ー・リーフレット・チラシを

都道府県、各関係団体を通じ

配布、掲示を行う。 

ポスター 

リーフレッ

ト 

チラシ 

２月、３月 

 

突き出し広告等を用いて、自

閉症をはじめとする発達障

害についての正しい知識の

浸透及び「世界自閉症啓発デ

ー」関連の啓発イベントの周

知を図る政府広報を行う。 

新聞等 ３月 

世界自閉症啓発デー２０１

６に関する各自治体の取り

組みについてとりまとめ、世

界自閉症啓発デー日本実行

委員会のホームページにて

公表する。 

ホームペー

ジ 

３月 
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【社会・援護局障害保健福祉部】 

施策・制度：障害者総合支援法の対象疾病（難病等）の拡大に伴う障害福祉サービス等の利用促進 

担当係：企画課 人材養成・障害認定係        

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

障害者総合支援

法の対象疾病（難

病等）の拡大に伴

う障害福祉サー

ビス等の利用促

進 

平成 25年４月から

障害福祉サービス等

の対象に難病等（130

疾病）が加わり、平

成 27年１月に対象

が 151疾病に拡大し

た。さらに平成 27

年夏以降に対象疾病

が拡大する予定であ

ることから、対象と

なる方の障害福祉サ

ービス等の利用を促

進する。 

 

 

地方公共団

体等 

「難病患者等に対する障害支援区

分認定マニュアル」の改訂版を厚労

省ホームページに掲載するととも

に、各都道府県等担当部局に周知す

る。 

 

ホームペ

ージ・通

知 

4月～ 厚労省ホームペ

ージの「障害者

総合支援法の対

象疾病（難病

等）」のＰＶ数に

ついて前年比増 

（平成 26 年４

月～12 月実績：

40,274） 

 

医療機関・関

係団体等 

団体のホームページへの厚労省が

作成するリーフレットの掲載や会

員への広報等を通じた周知を依頼

する。 

 

リーフレ

ット 

4月～ 

国民 厚労省ホームページにリーフレッ

トを掲載する。自治体窓口でのリー

フレット等の配布について都道府

県等を通じて依頼する。 

 

ホームペ

ージ・リ

ーフレッ

ト等 

4月～ 
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【老健局】 

施策・制度：認知症サポーターの養成                   

担当係：認知症対策係                           

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

認知症サポータ

ーの養成を図る。 

認知症に関する正し

い知識と理解を持つ

認知症サポーターを

数多く養成すること

を目指しているが、

そのためには認知症

サポーター養成の取

組について広く周知

する必要がある。 

 

 

地方自治体 地方自治体を対象とした会議の場

で、認知症サポーターの養成につい

て取組を促す。 

会議 ２月 平成２９年度末

までに全国で認

知症サポーター

の人数を８００

万人にする。 

（平成２６年１

２月末現在５８

０万人） 

 

一般国民 認知症施策についての行政説明な

どの機会に認知症サポーターの取

組について周知を図る。 

講演会等 随時 

地方自治体

等 

地域における認知症サポーターの

活動事例について収集を行い、優良

な活動事例を発表する。 

認知症サ

ポーター

優良活動

事例報告

会 

３月 
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【保険局】 

施策・制度：データヘルス事業の推進                    

担当係：保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室          

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

医療保険者にお

いて、加入者の特

性を踏まえた効

果的かつ効率的

な保健事業を展

開することを目

的として、レセプ

ト、健診情報等を

活用した保健事

業（データヘルス

事業） を推進す

る 

全ての医療保険者で

データヘルス事業が

実施されるよう、医

療保険者に対し、デ

ータヘルス事業の意

義や目的、進め方等

を周知・広報し、医

療保険者の問題意識

やノウハウ等を高め

る。 

医療保険者 当省ホームページに既にデータを

活用した保健事業を実施している

保険者の事例（先進事例）を掲載す

る。 

ホームペ

ージ 

4月以降 平成 27 年度中 

に全ての医療保 

険者 (3,419 保

険者)でデータ

ヘルス計画を策

定することを目

標とする。 

 

 医療保険者による個人の健康づく

り促す仕組みを促進するため、各医

療保険者と地方自治体、企業、大学

等が継続的に連携を図るための仕

組み及び医療保険者等に所属する

職員等を対象とした健康づくりに

関する教育コンテンツを備えた医

療保険者向けの保健事業のポータ

ルサイト等を開設する。 

ポータル

サイト 

4月以降 

 医療保険者による個人の健康づく

りを促す仕組みを促進するため、医

療保険者等の取組主体のニーズと

健康・予防サービスを提供する企業

等とのマッチングの機会の提供等

を行うためのシンポジウムを開催

する。 

シンポジ

ウム等 

4月以降 

 医療保険者等が集う会議等に積極

的に参加し、データヘルス事業の意

義や内容、進め方等について分かり

やすく解説する。 

会議等 4月以降 
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【保険局】 

施策・制度：持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の周知（注：法案が成立した場合）  

担当係：保険局総務課       

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

持続可能な医療

保険制度を構築

するための国民

健康保険法等の

一部を改正する

法律の周知 

国保の運営体制の見

直し、被用保険者の

支え合いの強化、負

担の公平化、医療費

適正化の推進、患者

申出療養の創設等、

多岐にわたる改正を

行うことから、改正

内容について関係者

の理解を深める。 

地方自治体、

被用者団体、

医療機関、 

患者団体等 

 

地方自治体、被用者団体、医療機関、

患者団体等に関係する改正内容を

周知する。 

 

 

説明会で

の説明、

説明資料

の配布等 

法案成立

後（事前

の予備説

明はでき

るだけ早

く行う。） 

持続可能な医療

保険制度を構築

するための国民

健康保険法等の

一部を改正する

法律の内容を地

方自治体、関係

機関、国民全般

に広く周知し、

円滑な施行を図

る。 

 

報道関係者 報道を通じた情報発信をするため

報道関係者に対する説明を実施す

る。 

記者レク

説明会 

法案成立

後 

国民全般 当省ホームページに改正内容を掲

載する。 

また、広報誌（月刊厚生労働等）を

通じて、改正内容を解説する。 

 

ホームペ

ージ、広

報誌 

法案成立

後 
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【年金局】 

施策・制度：公的年金の分かりやすい情報発信 

担当係：総務課企画係・事業管理課 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

公的年金制度に

関するわかりや

すい情報発信に

よる、公的年金制

度 に 対 す る 理

解・納得の促進 

公的年金制度に対し

て国民の理解が得ら

れるよう、制度の意

義、基本的な仕組み、

現状と課題等につい

て広く周知する。 

国民全般、大

学生等若年

層及び教育

機関 

国民の皆様向けに、各地に出向き、

対話集会等を行っていく。特に大学

生等の若年者層に対する講義等を

積極的に行う。 

また大学等の教育関係者にも公的

年金制度に対する理解を求め、幅広

く公的年金制度の周知を行うこと

のできる環境を整える。 

対 話 集

会・講義

等 

随時 参加者に対して

アンケートを実

施し、内容につ

いて理解・納得

したとの回答を

70％以上の回答

者から得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政検証ホーム

ページへのアク

セス件数：42,920

件（平成 26 年 4

月～12月末） 

 

厚労省ホームペ

ージ（年金・日本

年金機構関係）へ

の ア ク セ ス 件

数：288,584件（平

成 26 年 4 月～12

月末） 

 

 

国民全般（特

に若年層を

はじめとす

るインター

ネット利用

層） 

財政検証ホームページについて、年

金制度における検討課題の議論を

踏まえ、ホームページコンテンツの

充実を図るほか、統計数値の更新等

のメンテナンスを行う。 

また以下の３つのコンテンツにつ

いても、若年層に対してもわかりや

すい形での情報提供に引き続き取

り組む。 

①厚労省ホームページ 

②厚労省ツイッター 

③年金制度のポイント 

ホームペ

ージ 

随時（平 

成 27 年 

度版年金 

制度のポ 

イントは 

４ 月上 

旬） 

財政検証ホーム

ページへのアク

セス件数の前年

度実績を上回

る。 

 

厚労省ホームペ

ージ（年金・日

本年金機構関

係）へのアクセ

ス件数の前年度

実績を上回る。 

報道関係者

全般 

公的年金制度について、十分な情報

発信を行っていただけるよう、新

聞・雑誌等メディアの種類を問わ

ず、積極的に報道関係者の取材を受

ける。 

取材 随時 取材を受けた報

道については、

読者の感想等の

情報をフィード

バックしていた

だき、今後の情

報発信に活かし

ていく。 
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報道関係者 

（新任記者

又は論説・解

説委員） 

報道関係者を通じた十分な情報発

信に資するため、記者会に所属する

新任記者向けに記者勉強会を定期

的に開催する。 

また、報道関係者との意見交換の場

を設ける。（論説・解説委員懇談会

など） 

記者勉強

会 

論説・解

説委員懇

談会 

随時 報道関係者の適

切な理解・納得

のもとに情報を

発信していただ

く。 

関係団体と

の連携 

社会保険労務士会等の外部団体と

連携して、様々な形での広報がなさ

れるよう取り組んでいく。 

講義等 随時 アンケートなど

を実施し、今後

の参考とする。 

平成 26 年度中に

実施した公的年

金の分かりやす

い情報発信モデ

ル事業での制作

物を全国展開し、

国民年金制度の

理解を促進する。 

平成 26年度の公的

年金の分かりやすい

情報発信モデル事業

で制作した 

①国民年金制度に関

するパンフレット・

動画・ポスターを活

用して、関係機関と

協力し周知すること

により、年金制度に

関する理解を促進す

る。 

②日本年金機構等が

実施する年金セミナ

ー等において、平成

26年度に制作した

教材（ワークシー

ト・動画）を活用し、

若年者にとっても年

金制度が身近に感じ

られるような講義を

行えるようにする。 

一般国民 平成 26 年度に制作した国民年金制

度に関するパンフレット・ポスター

について、市町村に配布し、市町村

独自の工夫をしていただき、市町村

窓口をはじめとした関係機関で配

布し周知を図る。 

パンフレ

ット・ポ

スター 

 

平 成 27

年４月以

降 

年金制度につい 

て国民の理解を

深め「公的年金

は老後のためだ

けではなく、イ

ザというときの

死亡や障害のリ

スクもカバーし

ている」ことな

どの理解を深

め、各種手続や

保険料納付に結

びつける。 

 

 

一般国民 平成 26 年度に制作した国民年金制

度に関するパンフレット・動画につ

いて、厚生労働省サイトに掲示する

ほか、YouTube など、広くウェブ上

で周知を行う。 

インター

ネット 

平 成 27

年４月以

降 

高校生・大学

生 

平成 26 年度に制作した高校・大学

生向けの国民年金制度に関する講

演用のワークシート・動画を日本年

金機構が地域年金展開事業におけ

る高校・大学での出前授業で活用

し、周知を行う。 

セミナー 平 成 27

年４月以

降 
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【年金局】 

施策・制度：「年金の日」をはじめとする「ねんきんネット」等による年金記録確認の推進 

担当係：年金局事業企画課（年金事業運営推進室） 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

年金記録の確認や

未統合記録の検索

ができる「ねんき

んネット」は、年

金記録問題の再発

防止や未解明記録

の解明に資するこ

とから、11 月 30

日の「年金の日」

をはじめとする

様々な機会をとら

えて、更なる利用

者の拡大を図るた

めの周知等を行

い、被保険者・受

給権者ご自身によ

る年金記録確認の

推進を図る。 

正確な年金記録の管

理には、日本年金機

構による適正な管理

はもとより、国民一

人一人に年金記録を

確認していただき、

なるべく早い時点で

記録の「もれや誤り」

を申し出ていただく

ことが重要である

が、ご自身による年

金記録確認が十分に

行われていない。ま

た、なお残る持ち主

不明の未統合記録

2051 万件の解明に向

けて、引き続き、年

金記録確認の働きか

けが必要である。 

 

「年金の日」の認知

度を高め、「ねんきん

ネット」の利用を拡

大し、ご自身による

年金記録確認を推進

する。 

 

一般国民（被

保険者、待機

者、受給者等） 

 

「年金の日」に向けて、「年金の日」

や「ねんきんネット」の利用促進に

関する広報を実施。 

政 府 広

報、広報

誌、ホー

ム ペ ー

ジ、ツイ

ッター、

インター

ネット広

告、イベ

ント等 

 

10～11月 

 

ご自身による年

金記録確認の意

識を向上し、年

金記録の「もれ

や誤り」及び未

統合記録を減少

させる。 

 

「ねんきんネッ

ト」の利用者数

を増加させる

（年間の新規加

入者数 100 万人

を目指す）。 

 

 

「国民お一人お一

人、『ねんきんネッ

ト』等を活用しな

がら、高齢期の生

活設計に思いを巡

らす日」として、

平成 26 年から毎

年 11月 30日（い

いみらい）を「年

金の日」とした。 

 

「ねんきんネッ

ト」の利用者は、

平成 26年 12月現

在約 336万人 

 

「年金の日」の賛同団体等の会員（銀

行、生保、信金等）が行う年金相談

会等において、「年金の日」や「ねん

きんネット」の周知を実施。 

 

 

 

 

ポ ス タ

ー・リー

フ レ ッ

ト・各団

体等のホ

ームペー

ジ等 

 

11月（又

はその前

後） 

市町村が各種の行事や講座又は窓口

等において行う「年金の日」や「ね

んきんネット」の周知を図る取組を

支援する。 

市町村広

報誌、チ

ラシ等 

(市町村交

付金) 

11月（又

はその前

後） 
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【政策統括官（社会保障担当）】 

施策・制度：社会保障・税の一体改革                        

担当係：社会保障担当参事官室                                 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

総合的な厚生労

働行政関係情報

の提供等 

社会保障と税の一体

改革による社会保障

制度改革の意義や内

容を効果的に提供

し、国民の理解を深

める。 

 

 

国民全般 一体改革に関する情報を効果的に

国民に提供するため、内閣府政府広

報室や財務省等と協同して広報展

開を行い、国民の理解を深める。 

説明会等 

 

随時 厚生労働省ホー

ムページ（社会

保障関係）への

アクセス件数が

前年度を超える

〔平成 25 年度

81.065 件〕 

 

当省ＨＰを活用し、よりわかりやす

い情報を提供するとともに、より使

いやすい情報提供環境を構築する。 

当省 HP 

 

適宜 

 

教育現場（教

員、生徒等） 

将来を担う世代の社会保障制度へ

の理解を促進するために、「社会保

障の教育推進に関する検討会」にお

いて作成した高校生向け教材を、文

部科学省と連携し全国の教育現場

等に周知を行う。長期的には学習指

導要領に反映させることも視野に

入れながら、継続的・全国的に社会

保障の教育が推進される環境づく

りを図る。 

説明会等 

 

随時 

 

市町村職員

等 

市町村職員を対象としたセミナー

を開催し、情報提供・意見交換を行

う。 

市町村セ

ミナー 

年６～９

回程度 

報道関係者 報道関係者（論説・解説委員等）と

の意見交換の場を持ち、適切な情報

発信に資するとともに、取材等を通

した国民の声等を聴取する。 

論説・解

説委員懇

談会 

随時 
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【政策統括官付情報政策担当参事官室】 

施策・制度：行政情報化の推進                  

担当係：情報化推進係                       

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

申請・届出等手続

きの電子申請の

利便性向上と利

用促進 

国が扱う申請・届出

等手続きの電子申請

について、より一層

普及させる必要があ

るため、電子申請に

関する利便性等を周

知することで多くの

国民に利用していた

だくこと。 

 

 

社会保険労

務士（全国社

会保険労務

士会連合会）

等 

電子申請の利便性の向上と利用の

促進を図るため、社会保険労務士と

の定期協議等を開催する。 

社会保険

労務士と

の定期協

議会 

平 成 27

年４月～

平 成 28

年３月 

社会保険労務士

等を対象とした

アンケート調査

に、今後の利用

意向の設問を設

け、「今後利用し

たい」という回

答割合の増加を

目指す。 

 

 

社会保険労務士等を対象とした電

子申請の利便性等に関するアンケ

ート調査を実施する。 

ホームペ

ー ジ 、

e-Gov 

事業主、企業

の人事・総務

担当者等 

電子政府利用促進週間に合わせて、

広報誌の活用、関係団体機関誌への

記事掲載依頼、事業所訪問を行い、

電子申請について利用の促進を図

る。 

ホームペ

ージ、厚

労省人事

労務マガ

ジン、広

報誌（月

刊厚生労

働） 

平 成 27

年 11月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

【政策統括官（社会保障担当）】 

施策・制度名（重点施策）：厚生労働白書 

担当係：政策評価官室分析第一係 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

厚生労働行政の

年次報告及びそ

の年ごとの厚生

労働行政に関す

る政策課題をと

りあげ、現状や施

策の実施状況、将

来の方向性・展望

をなどについて

取りまとめる。 

多岐にわたる厚生労

働行政の現状につい

て広く伝えられてい

ない。 

厚生労働行政の現状

や今後の見通しなど

を、わかりやすく国

民に広く伝える。 

国民全般 １ 意見交換機会の積極的な設定 

① 関係団体等からの各種講演・講義

の依頼を積極的に受ける。 

② 各種関係団体等に対して、作成し

た厚生労働白書を郵送。 

  

①随時 

 

②閣議日

以降 

厚生労働省ホー

ムページに掲載

されている厚生

労働白書への発

表後半年のアク

セス件数を前年

実績同等以上と

する。 

〔平成 25年度〕

118,469件 

（平成 25年 9月

10日～平成26年

3月末日まで） 

 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕

組み 

報道関係者との意見交換の場を持

ち、適切な情報発信に資するととも

に、取材対応を通した国民の声等を聴

取する。 

 随時 

３ わかりやすい情報提供 

① ホームページに厚生労働白書の

本文・概要をわかりやすく掲載 

② 広報誌等を活用した情報提供 

 

③ 関係団体等からの各種講演・講義

の依頼を積極的に受け、理解促進

を図る。 

厚生労働

省ホーム

ページ 

・各種広

報誌など 

 

①閣議日

当日 

②閣議日

以降 

③閣議日

以降 

４ 情報提供のための手法と技術の

向上 

①全体を通じて記述内容が多岐にわ

たる中で、専門的な記述に陥ること

のないよう、図表等を豊富に取り入

れつつ、わかりやすく明確な記述を

行う。 

 

  

 

①随時 
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②厚生労働白書に掲載した図表のデ

ータ等をエクセル形式にてホーム

ページに掲載することで、よりホー

ムページの充実を図る。 

②閣議日

以降 
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【政策統括官（労働担当）】 

施策・制度：労働政策関係情報の提供 

担当係：労働政策担当参事官室 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働政策関係情

報の提供 

提供する情報が労働

分野の多岐にわたる

ため、利用者のニー

ズに合わせた的確な

情報提供が課題。 

 

厚生労働省における

各制度や施策につい

て、部局横断的に情

報提供する。 

一般国民（求

職者、労働

者）、事業主、

人事・労務担

当者 

労働政策に係る制度又は制度改正

等について、関係部局及びわかりや

すい広報指導室と連携し、読み手に

分かりやすい内容の記事を登録者

に配信する。 

（「厚労省人事労務マガジン（メル

マガ）」） 

また、メルマガの認知度を上げるた

め、ツイッターによる周知を実施す

る。 

 

メールマ

ガジン 

 

 

随時 

 

 

平成２７年度末

のメルマガ登録

者数を７万以上 

 

 

 

①基本的な労働法制度をまとめた

ハンドブック「知って役立つ労働

法」を厚生労働省ホームページに

掲載し、情報の提供を行う。 

また、大きな制度改正等の際には

その都度改訂を行う。 

②「知って役立つ労働法」を基に、

より分かりやすく作成した資料

について、厚生労働省ホームペー

ジに掲載するとともに、各都道府

県労働局、大学等にチラシでの周

知や冊子の配布を行う。 

①ホーム

ページ 

②ホーム

ページ・

チラシ・

冊子配布 

①随時 

②ホーム

ページ掲

載及びチ

ラシでの

周知は４

月上旬、

冊子配布

は５月下

旬 を 予

定。 

ホームページア

クセス件数６万

件以上（年間） 

〔平成 26 年ア

クセス数〕 

62,568 件 

（平成 26 年４

月１日～平成 27

年３月 19 日ま

で） 
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【政策統括官（労働担当）】 

施策・制度：労働経済白書 

担当係：労働政策担当参事官室分析第２係 

重点施策の内容 
広報上の課題と 

目指すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働問題に関わ

るテーマについ

て、統計的・計量

的な分析を提供

することにより、

広く国民の理解

を促進する。 

多岐にわたる労働問

題について、広く現

状を周知する必要が

ある。 

そこで、中長期的観

点から中立的・客観

的な分析を行い、結

果をわかりやすく提

供することで、労使

コミュニケーション

を円滑化するととも

に、広く国民の理解

を促進する。 

労使関係者

をはじめと

する労働問

題に関心を

持つ国民一

般。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

労使関係団体などで、積極的に講 

演などを行う。 

 随時 厚労省ＨＰに掲

載する労働経済

白書への発表後

半年のアクセス

件数を前年版実

績同等以上とす

る。 

〔平成 26年版〕 

65,773 件 

（平成 26 年９

月 12 日～平成

27 年３月 11 日

まで） 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する

仕組み 

①  白書を作成するに当たり、テー

マ案や分析手法について労働経

済学者などと意見交換を行う。 

② 報道関係者(論説・解説委員な

ど)との意見交換の場を持ち、効

果的な情報発信に努めるととも

に、取材対応などを通して国民

の声などを聴取する。 

 

 随時 

３ 分かりやすい情報提供 

① 厚労省 HP に白書の本文・要約版

を掲載する。 

② 広報誌「厚生労働」や刊行物

「Business Labor Trend」など

に紹介記事を掲載する。 

③ 労使関係団体、地方自治体、学

識経験者などへ白書を情報提

供・送付する。 

④ 労使関係団体や大学などでの講

演や講義を積極的に行い、理解

促進を図る。 

 

厚 労 省

HP、広報

誌など 

①  閣議

日当日 

 

②  ～④

閣議日以

降 
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４ 情報提供のための手法と技術の

向上 

① 専門性の高い分析が多いため、

分かりやすい、簡潔かつ明確な

記述を行う。 

② 白書の全体版や図表のエクセル

形式のバックデータ等を厚労省

HP に掲載することで、利便性を

高める。 

 

 随時  
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【中央労働委員会事務局】 

施策・制度：労働委員会制度   

担当係： 総務課文書広報係          

重点施策の内容 
広報上の課題と目指

すべき方向性 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

国民の労働委員

会制度に対する

認知度を上げる。 

労働委員会制度の国

民における認知度及

び概要の理解度を向

上させる。 

労使 

 

意見交換の機会の積極的な設定 セミナー 実施時期

未定 

ホームページア

クセス数の前年

度からの向上。 

 

【参考】平成 26

年４月～平成 27

年 ２ 月 実 績 

498,748 

 

国民のニーズ、情報を共有する仕組

み 

ホームペ

ージ 

 

 

わかりやすい情報提供 

①命令書交付の記者発表資料をＨ

Ｐに掲載する 

②中労委ＨＰの Q＆A を、既存のも

のよりきめ細かく作成する 

ホームペ

ージ 

随時 

情報提供のための手法と技術の向

上 

ホームペ

ージ 

 

 

 

 


